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近
時
内
外
の
公
法
撃
者
乃
至
は
政
治
皐
者
よ
り
深
甚
の
註
意
ぞ
芯
い
て
居
る
問
題
と
し
て
議
命
日
制
度
に
如
く
も
の
は
無
い
光
ら

う
o

〈
註
一
)
現
在
我
が
固
に
於
て
も
所
謂
政
治
季
節
に
常
り
日
々
の
新
聞
や
雑
誌
に
現
は
れ
て
来
る
常
国
議
舎
の
内
容
ぞ
見
る
と
、

古
典
的
議
合
制
度
の
瀬
溶

七
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今
迄
一
古
代
民
主
々
義
の
具
体
的
機
闘
と
し
て
傘
敬
も
し
期
待
し
て
居
た
も
の
が
、
事
位
に
務
期
と
品
目
反
し
昔
日
の
憧
憶
も
幻
の
如
く

消
え
去
る
の
や
畳
え
る
の
で
あ
る
。
殊
に
漸
く
多
年
の
宿
望
が
協
っ
て
不
完
全
な
が
ら
も
普
通
選
率
制
が
賓
施
さ
れ
、
大
衆
の
敵
窓
口

の
却
に
成
立
し
た
る
最
近
の
議
舎
が
、
物
の
英
市
中
に
裏
切
っ
て
盆
々
悪
化
し
行
く
の
や
眺
め
て
は
.
政
治
的
訓
練
の
乏
し
い
我
園
の

大
衆
も
流
石
に
愛
想
を
つ
か
し
て
来
大
。
弦
に
於
い
て
、
墜
者
は
或
ひ
は
議
合
制
度
の
危
機
ぞ
叫
び
、
或
ひ
は
そ
の
改
定
ぞ
唱
へ
る
。

競
合
人
自
身
ま
で
が
彼
等
の
無
軌
道
的
行
鵠
を
自
制
す
る
事
み
管
制
作
ざ
る
を
費
っ
て
所
謂
、
伊
化
作
用
と
し
て
様
々
の
案
ぞ
考
へ
て
ゐ
る

始
末
記
。

A
ー
や
彼
等
は
、
表
面
的
に
も
、
永
ら
く
遁
俗
的
に
信
じ
ら
れ
て
居
た
闘
民
の
選
良
と
か
良
二
千
石
と
か
い
ふ
金
箔
を
白
か

ら
の
泥
議
舎
で
完
全
に
洗
ひ
落
し
て
仕
舞
っ
た
。

然
ら
ば
、
議
令
制
度
の
直
面
し
て
ゐ
る
現
在
の
危
機
な
る
も
の
は
花
来
の
改
定
案
や
浮
化
に
依
っ
て
果
し
て
救
は
れ
る
も
の
で
あ

ら
う
か
。
例
へ
ば
、
最
克
明
へ
ら
れ
て
ゐ
る
姉
人
参
攻
樫
を
貰
施
し
.
若
干
の
女
性
議
員
を
塗
る
こ
と
に
囚
り
、
議
場
の
雰
同
気
ぞ

緩
和
し
て
暴
動
化
を
稼
防
す
る
と
い
ふ
案
の
如
合
、
如
何
に
も
根
操
あ
る
ら
し
く
さ
へ
見
え
る
。
素
よ
り
姉
人
参
政
権
の
成
立
に
よ

り
て
現
在
の
雌
行
的
普
通
法
泉
制
度
が
完
成
さ
れ
る
事
は
只
時
期
の
問
題
で
、
早
晩
貰
現
せ
ら
る
可
き
で
あ
る
が
、
偲
り
に
期
待
が

常
っ
て
議
曾
が
紳
士
的
に
諜
蔵
批
重
に
或
は
和
気
諾
々
に
園
事
h
q
審
議
し
た
と
せ
よ
。
定
に
夫
れ
は
岡
民
の
儀
表
た
る
可
く
相
膳
し

い
で
あ
ら
う
。
唯
夫
れ
だ
け
で
あ
る
。
之
に
依
っ
て
直
ち
に
大
衆
の
生
活
が
政
治
的
に
救
は
れ
る
と
い
ふ
凡
て
の
原
悶
と
は
な
ら
な

、。
問
題
は
斯
か
る
皮
相
的
な
駄
に
係
っ
て
居
る
の
で
は
な
い
。
議
曾
制
度
の
本
質
如
何
。

A
1
勝
に
鼠
落
の
危
機
に
際
合
し
て
居
る
議

合
制
度
は
如
何
な
る
性
質
を
帯
び
て
居
る
か
。
現
有
の
危
機
は
偶
幾
的
一
時
的
か
。
実
、
の
由
来
如
何
。
市
し
て
絡
に
生
れ
つ
L
あ
る

新
し
品
川
、
形
態
は
何
で
あ
り
、
何
を
意
味
す
る
か
o
之
等
の
諸
問
題
に
就
い
て
私
は
語
ら
う
と
思
ふ
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
言
ふ
ま
で
も
な
く
、
こ
れ
は
我
岡
の
み
に
起
れ
る
現
象
で
な
く
、
世
界
大
戦
後
蹴
洲
各
園
に
於
い
て
随
所
に
起

っ
た
の
で
、
同
頭
に
述
べ
た
如
く
、
各
闘
の
皐
者
政
治
家
等
熱
心
な
論
議
の
針
象
と
な
っ
た
。
従
っ
て
之
に
閥
す
る
文
献
は
枚
泉
に



綜
合
的
に
之
等
の
研
究
ぞ
弦
に
果
さ
う
と
す
る
の
で
は
な
く
、

論
」
第
三
十
七
年
第
三
披
に
掲
け
ら
れ
た
E
ル
キ

1
ヌ
・
グ
ゼ
グ
イ
ツ
チ
氏
の
論
文
に
撲
の
芳
々
若
干
の
私
見
守
加
へ
て
木
問
題
の

大
体
を
法
律
的
見
地
か
ら
賞
詩
的
に
分
併
し
度
い
と
思
ふ
の
で
あ
る
o

遣
な
い
ほ
ど
で
あ
る
が
、

主
と
し
て
最
近
の

「
公
法
及
政
治
串
評

グ
氏
は
鷺
ね
て
一
九
二
八
年
以
来
同
誌
上
に
大
戦
後
の
敵
洲
憲
・
法
じ
現
れ
た
る
新
傾
向
に
関
す
る
諸
々
の
研
究
そ
護
表
し
て
居

る
O

(

詑
ニ
)
其
の
研
究
方
法
は
、
底
、
法
史
は
公
法
の
一
部
な
り
と
す
る
立
揚
か
ら
、
雨
者
を
完
全
に
は
分
離
し
な
い
の
で
あ
る
。
即

ち
憲
法
上
の
諸
制
度
の
生
成
畿
蓮
並
び
に
進
化
の
歴
史
的
研
究
が
、
現
賓
の
憲
法
の
精
神
々
完
全
に
把
握
す
る
に
は
必
然
的
に
要
求

せ
ら
る
可
き
も
の
と
す
る
。
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斯
く
の
如
き
二
元
的
方
法
に
依
り
、
氏
は
大
戦
後
、
東
歓
並
に
中
蹴
諸
闘
に
起
っ
た
憲
法
修
正
運
動
か
弘
、
先
づ
個
別
的
に
夫
々
究

明
し
、
次
に
之
等
諸
蓮
動
に
共
通
な
る
性
質
を
蹄
納
的
に
抽
出
し
来
ゐ
の
で
あ
る
。
私
は
其
の
賢
詮
的
方
法
に
於
い
て
共
鳴
す
る
も

の
で
あ
る
が
、
必
令
し
も
其
の
結
論
に
於
て
は
凡
て
ぞ
承
服
し
難
い
こ
と
を
明
に
し
て
お
か
う
。

設
一
。
最
近
我
闘
に
現
れ
土
石
斯
穏
の
文
献
と
し
て
卑
ぐ
可
晶
、
伐
先
づ
次
の
紹
介
論
文
で
あ
る
口

矢
部
貞
治
事
士
代
議
放
の
危
機
に
闘
す
る
近
年
若
干
の
論
議
ハ
凶
家
摩
合
雑
誌
第
四
四
谷
第
九
及
一

O
毅
)

右
は
第
五
回
濁
逸
社
合
皐
合
同
)
E
Z口『
@
C
m
m
o
q
g
F
H
H
P
E『
moN豆
諸
円
。
.
ハ
一
九
二
六
年
〉
、
列
図
議
員
同
盟
『
ロ
円
。

Z
号】
P
E
g
g
ユ
邑
5
5ニC
M
M
M

句
ロ
山
富
岡
口
同
市
『
句
R
Z
5
0
E
P可
。
・
(
一
・
九
二
五
年
!
?
九
二
八
年
)
及
び
公
法
間
際
協
合
第
三
回
合
議

T
E
Z二
、
虫
色
口
忠

H
O
E
-
p
u
g片
岡
M
Z
F
]
山口・

(
一
九
二
九
年
)
等
に
於
げ
る
該
問
題
に
閲
す
る
各
凶
夢
者
政
治
家
等
の
報
告
論
議
に
就
い
て
の
詳
細
な
る
紹
介
ぐ
あ
る
o
之
に
依
っ
て
海
外
に

於
げ
る
問
題
の
趨
勢
や
知
る
事
が
て
さ
や
う
o
次
に
本
邦
に
於
げ
る
縫
成
と
し
て
は

美
濃
部
諮
吉
博
士
議
令
制
度
の
危
機
(
中
央
公
論
昭
和
六
年
一
一
一
月
競
〉

右
は
最
近
の
合
議
の
勤
務
に
関
聯
し
て
立
論
し
て
居
ら
れ
る
が
、
更
に
斯
の
制
度
全
般
に
亙
る
観
察
か
要
約
し
て
ゐ
る
O

何
ほ
博
士
の
筆
に
な
れ

る
現
代
政
治
祭
会
集
中
の
「
議
令
制
度
論
」
は
本
邦
に
於
げ
る
該
制
皮
に
閲
す
る
唯
一
の
綜
合
的
文
献
ぐ
あ
る
o
此
他
ド
最
近
の
議
合
不
安
に
関

聯
し
て
現
れ
わ
い
ろ
次
の
諸
論
文
も
看
過
す
ろ
こ
と
が
出
来
ま
い
U

古
典
的
議
合
制
度
の
顛
落

七

(1) Nirkine.-Gutievitch， Les nouvelle.s tendances du droit constitutionnel; Le 

l'enforcement de 1 'Executive et le regime parlemcntaire. Rcvue dll Droit Pnblic 

et de la Scicnce Pol iti'111巴・ Paris. Annec :17， 110. 2. 1 !);10. 
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今
中
次
臨
同
数
授
現
代
欧
洲
に
於
げ
る
反
動
的
狐
裁
政
治
譲
住
の
一
般
的
原
川
内
(
岡
家
製
合
雑
誌
第
四
阿
谷
第
一
二
競
及
第
阿
五
谷
第
一
一
ご
枕
)

河
村
又
介
数
授
政
治
議
A
M
L
り
経
済
議
合
へ
(
改
浩
昭
和
六
年
二
丹
波
)

山
川
、
佐
々
、
室
伏
、
長
谷
川
、
杉
森
諸
氏
議
命
日
制
度
と
7
ア
ツ
ジ
ズ
ム
批
列
(
経
済
往
来
昭
和
六
年
四
月
銃
)

吉
野
作
活
博
士
談
合
様
化
の
根
本
問
題
i
e
第
五
十
九
議
合
か
傍
観
し
て
(
東
朝
一
-
一
月
三
十
日
以
後
〉

右
の
中
、
佐
々
弘
雄
氏
の
所
論
は
、
氏
の
T

ル
キ
ジ
ズ
ム
政
治
皐
L
り
の
見
地
よ
り
伐
し
土
最
も
ユ
エ

l
グ
な
傾
向
込
祢
ぴ
土
も
の
で
、
此
の
意

味
て
注
目
に
値
す
る
O

氏
は
何
ほ
近
著
「
政
治
の
貧
凶
」
〈
昭
和
六
年
二
月
)
に
於
て
も
此
の
問
題
に
悩
れ
て
ゐ
ろ
O

(

問
書
第
七
一
一
一
ー
一
六
八
頁
)

此
の
他
、
次
の
研
究
も
追
加
し
て
お
告
皮
い
口
直
接
議
令
制
皮
か
論
じ
て
は
居
な
い
が
、
現
段
階
に
於
げ
る
政
治
機
構
全
般
に
閥
附
す
る
、
品
開
め

て
示
廷
に
作
川
ん
引
い
教
授
の
該
博
な
研
究
の
一
端
や
知
る
事
が
で
き
且
つ
本
文
に
於
て
も
後
に
一
寸
絢
れ
る
英
岡
崎
労
働
鶏
の
毛
ズ

V
1
卿
の
十
二
月

公
言
に
も
言
及
し
て
居
ら
れ
る
の
ぐ
好
筒
の
参
考
と
な
ら
う
o

問
問
山
政
道
敬
授
「
組
織
さ
れ
土
る
資
本
主
義
」
の
政
治
的
領
域
。
!
枇
合
民
主
キ
義
の
フ
ア
ツ
ジ
ズ
ム
化
に
就
い
て
(
経
済
従
来
昭
和
大

年
四
月
鋭
)

以
上
は
唯
私
の
手
許
に
あ
る
も
の

L
み
か

mmげ
に
の
ぐ
わ
ろ
か
ら
品
川
同
然
感
ぐ
可
〈
し
て
洩
ら
し
に
も
の
が
有
る
H
h
p
?
?
と
岡
山
ふ
口

終
り
に
、
前
述
「
公
法
凶
際
協
合
」
の
討
論
は
、
矢
部
氏
の
紹
介
の
分
に
引
績
与
、
一
九
三

O
年
(
十
月
十
六
日
)
伐
「
V

7

エ
V

Y

ダ
ム
と

人
民
投
球
」
(
ロ
ミ
号
E
L
Z
E
⑦ゴ
HO
】。〈。

E
M
g官
官
E
E
)
に
就
い
て
ト

l

T
ハ
ポ

y
)

ミ
ル
キ
ー
ヌ
・
グ
セ
グ
イ
ツ
チ
(
協
合
書
記
長
)

及
び
7
ヲ
イ
ネ
耐
(
ス
イ
ス
〉
諸
氏
の
報
告
が
あ
り
、
一
見
に
本
年
も
「
議
合
委
員
舎
の
任
務
」
(
}
。
円
2
0
品

2
2
E
E吉一
D
E
宮司
]
O
E
2
5日
B
φ

て
ふ
議
題
ぐ
あ
る
口
以
上
何
れ
も
議
合
議
合
制
度
に
関
す
る
も
の
の
み
ぐ
わ
る
動
か
ら
推
し
て
も
、
如
何
に
本
問
題
が
現
下
の
欧
洲
に
と
っ
て
緊

要
な
る
か
が
窺
は
れ
苧
う
と
岡
山
ふ
口
t

設
二
口
、
、
、
防
キ

1
ヌ
・
グ
セ
ヴ
イ
ツ
チ
氏
は
、
一
八
九
二
年
キ
且
7
に
中
一
れ
一
-
九
一
八
年
A

ト
日
グ
ヲ
i
ド
大
息
助
教
授
と
な
り
、
「
十
九
仕
組
及

二
十
世
紀
に
於
げ
る
口

V
ヤ
凶
際
保
約
史
」
与
論
ず
o

一
九
二

O
年
政
治
上
の
宮
市
肉
に

L
り
去
っ
て
巴
盟
に
来
住
し
、
諸
大
祭
及
び
穆
校
の
諮

抽
引
に
立
ち
、
一
九
二
七
年
、
公
法
閥
際
協
命
日
の
設
立
と
同
時
に
入
り
て
書
記
長
と
な
り
今
日
に
及
ぶ
o
共
の
業
践
は
凶
際
法
、
策
法
、
外
交
史

並
に
政
治
史
等
に
一
旦
り
数
多
く
、
「
公
法
及
政
拍
車
-
評
論
」
其
他
の
雑
誌
抱
哉
の
論
文
の
他
、
「

y
ピ
エ
ツ
ト
凶
家
概
論
」
「
欧
洲
新
憲
法
」
「
人
権

立
一
言
論
」
共
他
の
開
平
行
木
が
あ
る
O
ゆ

R. D. P. no. 4， 1930. 
Academie ，10 DroIl Jntornat ionaJ， Reoncil d制 C011l・s.J!"J28， lI， P. 207-298. 
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第
二
節

各
閣
憲
政
上
の
賓
際
問
題

第
-
項

填
太
利
の
憲
法
修
正

A 

修

正

前

の

情

勢

大
戦
後
の
填
太
利
は
欝
濁
逸
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
み
F

と
な
り
全
く
昔
日
の
悌
な
き
ま
で
に
凋
落
し
、
面
積
三
万
二
千
飴
平
方
哩
、
人

口
約
六
百
五
十
万
(
一
九
二
三
年
)
に
過
ぎ
す
、
猫
逸
の
十
八
万
儲
平
方
哩
(
ず

l
ル
地
方
や
合
む
)
人
口
六
千
三
百
飴
万
(
一
九

二
五
年
セ
ン
サ
ス
)
に
比
す
れ
ば
、
往
年
の
華
々
し
い
ほ
γ
覇
は
夢
の
如
き
観
が
あ
る
。
失
に
述
べ
る
新
興
の
波
繭
土
が
十
五
万
平
方

哩
.
人
口
三
千
儲
万
三
九
二
九
年
〉
を
擁
す
る

ωに
比
較
し
て
も
、
敷
量
的
に
甚
し
い
距
離
が
存
す
る
。
併
し
な
が
ら
其
の
法
律

文
化
の
駄
に
於
て
は
猫
ほ
樺
戚
そ
維
持
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

一
九
二

O
年
十
月
一
日
の
新
憲
法
に
依
り
法
律
上
か
ら
は
全
く
醤
帝
園
と
は
別
筒
な
オ
ー
ス
ト
リ
ア
共
和
国
が
生

さ
て
革
命
後
、

れ
、
ク
イ
ー
ン
を
中
心
と
す
る
九
筒
の
地
方

(
8
5
2
E
丘
四
四
ピ
ロ
念
『
)
よ
り
成
る
聯
邦
(
回

5
3
を
組
織
し
た
。

(
憲
一
及
、
二
依
)

其
後
若
干
の
修
正
が
行
は
れ
大
が
、

一
九
二
九
年
十
二
月
七
日
に
制
定
さ
れ
同
月
十
日
公
布
さ
れ
た
る
修
正
法
ニ
そ
最
も
重
大
な
る

意
義
を
有
す
る
も
の
で
、
本
文
に
於
い
て
述
べ
ん
と
す
る
と
こ
ろ
は
即
ち
之
に
闘
す
る
問
題
で
あ
る
。

抑
々
大
戦
後
の
填
太
利
政
界
は
基
督
教
枇
曾
議
と
枇
舎
民
主
議
と
に
依
っ
て
略
雨
断
さ
れ
、
其
の
針
立
抗
宇
を
無
視
し
て
は
諒
政

の
曲
変
遷
も
そ
の
異
相
を
知
る
そ
得
な
い
。
前
者
は
羅
馬
力
ト
リ
ッ
ク
ル
]
漣
奉
し
て
ゐ
る
保
守
抵
で
主
と
し
て
富
裕
な
る
地
方
の
地
主

75 

並
に
都
市
の
中
産
階
殻
以
上
の
プ
ル
ジ
ヨ
ア
ジ

l
に
操
り
、
攻
治
上
で
は
7

エ
デ
ラ
リ
ズ
ム
是
主
張
し
て
ゐ
る
。
反
之
枇
命
目
民
主
謀

古
典
的
議
合
制
度
の
顛
落

-~ 
五

(1) MalIory (Editorつ， Political Handbook of the "w orld， as of Jan. ]， 1(1:lO. 

。)Keisen， Die Verfa長谷川ngDeutchostprrcichs・J ahrbnch des (j~terreicl日II RechtH・

!f120， S ::l47 ff. 



古
典
的
議
令
制
度
の
期
務

七
..L 
ノ、

76 

は
首
都
ク
イ
ー
ン
の
持
働
者
を
中
心
と
す
る
無
産
階
級
の
結
成
で
あ
り
、
努
働
組
合
を
母
胎
と
し
て
成
り
、
必
然
的
に
太

地
主
在
中
心
と
す
る
基
管
敬
祉
舎
識
と
劃
立
す
る
に
至
り
、
攻
敬
分
離
と
中
央
集
権
主
義
を
標
梼
し
て
ゐ
大
。
か
L
る
う
ち
に
も
‘

憲
法
制
定
官
時
は
議
舎
じ
於
り
る
勢
力
は
基
督
教
枇
合
議
が
優
越
し
て
ゐ
た
の
で
、
そ
の
反
映
と
し
て
憲
法
に
於
い
て
フ
エ
デ
一
プ
リ

ズ
ム
が
勝
利
φ

信
雄
大
。
反
針
誕
の
機
関
紙
は
之
を
喧
っ
て
「
才

l
ス
ト
ー
ア
の
瑞
西
聯
邦
化
」

9
5・E
Z号
ロ
含

-
J
E
E岳
ろ
と

な
し
た
。

門
誌
一
)

該
窓
法
は
斯
く
し
て
一
面
に
於
い
て
ス
イ
ス
憲
法
に
酷
似
し
て
ゐ
た
が
、
叉
他
国
に
於
て
は
ク
イ
ー
ン
大
島
一
ナ
ル
ゼ
ン
敬
授
の
言

に
操
れ
ば
憲
法
勝
一
上
最
も
進
歩
し
た
る
内
容
を
具
備
す
る
も
の
と
稿
せ
ら
れ
る
。
而
し
て
弦
に
注
意
す
可
き
黙
は
該
法
が
立
法
樺
の

絶
射
的
優
越
牲
を
基
礎
と
し
た
事
に
十
代
る
。
聯
邦
大
統
領
は
議
舎
の
解
散
樫
も
、
大
臣
任
命
樺
も
な
く
、
大
臣
は
議
命
目
白
か
ら
選
本

し
た
0

(

第
七

O
保
以
之
れ
従
来
一
般
に
政
一
治
的
慣
習
に
操
り
樺
略
の
裡
に
定
め
ら
れ
た
責
任
内
閣
の
任
命
成
立
の
手
績
が
、
鼠
法
上

の
明
文
に
依
っ
て
制
約
せ
ら
れ
、
純
乎
た
る
法
律
的
手
摘
と
化
し
た
の
で
あ
っ
て
剖
時
代
的
の
盤
化
で
あ
る
。

t
ル
キ
!
ヌ
・
グ
ゼ

グ
イ
ツ
チ
氏
は
此
の
現
象
を
氏
の
所
謂
大
戦
後
の
諸
器
法
を
貫
流
す
る
「
樺
力
の
合
理
化
」
(
何
回
昨
日

S
包

g
z
S
E
F
2
0
5
思
想

の
模
化
な
り
と
推
稲
し
て
ゐ
る
。

(
第
一
ニ
節
第
一
一
羽
誌
参
照
)

然
る
に
憲
法
上
の
斯
の
原
則
は
や
が
て
逼
っ
て
来
た
財
政
上
の
危
機
の
故
に
脆
く
も
崩
壊
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
今
そ
の

大
要
宇
佐
述
べ
ゃ
う
。
一
九
二
二
年
十
月
四
日
、
ジ
ユ
ネ

l
プ
の
間
際
聯
盟
に
於
い
て
、
填
大
利
の
財
政
賦
態
の
恢
復
を
目
的
と
す
る

畳
書
ハ

po門
2
0
3
が
調
印
せ
ら
る
L
に
及
び
、
塊
園
は
政
府
に
ニ
ク
年
ぞ
限
り
.
全
権
在
委
ね
て
此
の
問
題
を
解
決
せ
ざ
る
を
得
な

く
な
っ
た
。
大
戦
の
創
践
に
加
ふ
る
に
引
鏑
く
動
揺
で
今
や
疲
倖
の
極
に
達
し

τ居
る
。
多
数
議
と
雌
も
そ
の
俸
統
的
政
策
で
あ
っ

た
フ
ヱ
デ
-
フ

ズ
ム
冷
夏
め
て
中
央
集
権
主
義
に
推
移
す
る
の
必
要
に
揺
ら
れ
、
之
れ
が
た
め
に
議
内
は
動
揺
し
た
c

他
方
，
枇
曾

民
主
識
に
於
て
も
.
自
説
の
樺
盆
擁
護
の
た
め
に
は
若
干
フ
エ
デ
ラ
リ
ズ
ム
ぞ
採
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
新
援
に
雨
議
共

(日) 1vr.Guetzevitch. op cit. P. 492.， M:allory， op， cit， P・10-11
1，'.) I五V.Eisenrnnnn， Dix ans d 'histoire constitutionnelle :tutrichienne， 1928. 
(4) Mirkin←Guotzovitsch， Le prubleme de l:t r:tlion:tlisation dn ponvoir d:tnR les 
constitlltions de 1 'Europe d ':tpres-gl1el're. no・1，1D28. R. D. P. 
(5) Ottlik (editeur)， Annnaire de la Societe dcs Nalions. 1920-)927. Geneve. P. 
90 etぉ.



夫
れ
ぞ
れ
年
来
の
政
策
に
重
大
な
聾
化
を
来
し
た
。
然
る
に
財
政
上
の
疑
獄
事
件
が
頻
護
し
た
る
結
果
、
輿
論
は
、
都
市
や
地
方
行

政
に
封
す
る
聯
邦
の
統
制
力
の
欠
陥
を
指
摘
す
る
こ
と
L
な
り
、
之
れ
が
た
め
に
フ
エ
デ
ラ
リ
ズ
ム
は
盆
々
勢
力
を
失
ふ
に
至
っ
た

斯
か
る
情
勢
の
裡
に
一
九
二
七
年
の
綿
選
泉
な
迎
へ
た
。

A
ー
そ
の
結
果
L
し
前
回
の
結
果
と
沿
兆
軟
し
て
見
ゃ
う
。

枇

合

民

主

築

基

督

教

社

合

議

汎

潟

市

旭

黛

農

民

集

合

計

一九
六 一八六 ζ
五六 O 二七平

(
有
産
階
級
)

一 九
六 一七七て
五九二三 -Z
、-、〆・ー・''--

九
四

(
無
産
階
級
)

由
来
、
唄
園
の
政
議
は
歴
史
的
並
に
理
論
的
に
極
め
て
興
味
あ
る
研
究
の
封
象
で
あ
る
。
前
去
に
現
れ
た
る
も
の
を
更
に
吟
味
し

て
見
る
と
、
基
督
教
枇
合
議
は
常
に
貧
農
の
味
方
の
如
く
唱
ふ
る
も
置
質
上
は
極
端
な
る
保
守
的
反
動
波
で
あ
り
、
汎
濁
逸
議
は
所
調

「
併
合
運
動
」
(
古
川
口
r
r
g
)
の
策
源
地
で
あ
り
、
前
者
と
同
様
に
個
人
主
義
的
自
由
主
義
に
立
ち
.
農
民
指

(
F
E
E
5
3
は
是
れ

亦
高
農
の
代
表
者
に
し
て
、
汎
濁
主
義
に
も
共
鳴
す
る
も
の
で
あ
る
。
枇
命
百
民
主
謀
は
マ
ル
キ
ス
ト
の
み
な
ら
ホ
念
準
的
の
智
識
階

放
ぞ
も
匂
容
し
、
更
に
そ
れ
を
支
持
す
る
選
率
民
群
と
し
て
は
、
必
す
し
も
祉
A
W

自
主
義
者
で
は
な
〈
、
唯
基
督
教
祉
命
日
誌
を
好
ま
ざ

る
群
を
交
ひ
‘
極
め
て
複
雑
な
る
外
相
を
呈
し
て
ゐ
る
。
夫
れ
に
も
拘
ら
す
議
の
指
導
精
神
は
マ
ル
キ
シ
ズ
ム
で
あ
っ
た
。
要
す
る

に
塊
太
利
に
は
隠
健
な
る
共
和
主
義
的
攻
議
は
存
在
せ
今
し
て
.
左
右
雨
極
端
な
る
も
の
が
針
立
し
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果

勢
ひ
階
級
闘
争
の
激
成
を
醸
す
こ
と
L
な
り
、
双
方
の
宇
は
憲
法
上
の
制
約
沿
超
え
て
買
力
統
制
に
走
る
傾
向
を
帯
び
、
濯
に
は
内

乱
h
q
惹
起
す
る
形
勢
に
至
っ
た
。
議
舎
内
に
は
政
黛
が
存
在
し
な
が
ら
彼
等
は
や
L
も
す
れ
ば
街
頭
に
武
力
を
借
る
こ
と
を
敢
て
す

77 

る
ぞ
酔
し
な
い
の
で
あ
る
。

3
0
r
z
g
σ
5
3
及
び

Q
F
5
2
Z巾
ロ

)

L
る
危
険
な
る
賦
態
に
於
い
て
窓
法
修
正
は
行
は
る
L
に
至
っ
た
。

は
雨
者
の
山
市
十
備
的
機
関
と
し
て
夫
々
現
れ
た
の
で
あ
る
。
か

古
典
的
議
令
制
度
の
崩
落

七
七

11.-G.， R. D. P. P・494，及び AnnuaireGeneral， 1927， Paris， p・196，

lIf.-Gnetzevitch. op. cit. P. 495 

(6) 

(7) 



古
典
的
議
合
制
度
の
岡
山
洛

七
i¥. 

詑
O

社
合
民
主
紫
は
正
帥
慨
に
せ
一
同
へ
ぽ
「
枇
命
日
民
主
的
帆
労
働
築

3
0
N
E旨
g
c
r
g
z
E
Z
』

c
g
u
o
G
P司
王
)
.
て
あ
ろ
O

カ
ウ
ツ
キ

1

(
同

E
Zど
)

の
解
絡
に
基
く
守
山
W

グ
γ
ズ
ム
私
共
の
指
導
原
所
主
な
し
所
謂
ア
ー
ス
ト
口
・
マ
ル
グ

γ
ズ
ム
(
九
百
三
円
!
?
】
門
戸
『
MFrE)

の
主
な
る
代
表
者
ぐ

あ
る
口
一
九
一
二
年
二
月
V
イ
1

V

J

に
於
げ
る
閥
際
合
議
に
於
い
て
、
第
一
イ
)
J

タ
1

ナ
ジ
ヨ
ナ
ル
、
及
び
第
二
イ
V
J

タ
l
ナ
γ
ヨ
ナ

V
の
何

れ
と
も
呉
川
J
K
る
陥
際
社
令
築
協
同
融
制
盟

(-52EMOB-。
〉
与
丸
五
百
ロ
三

E凸
}
E
P
S
N
E
Z
}
E
Z「
司
号
包
自
〉
や
組
織
し
ド
イ
ツ
狗
立

枇
合
集
、
英
図
狗
立
批
令
紫
、

7
7
〆
ス
社
合
議
中
央
汲
(
ロ
Y

グ
一
波

t』
・
円
o
z
m
g
C
其
他
ス
イ
ス
、
川
〆
ず
リ
l
、
チ
エ
ツ
グ
等
の
祉

合
集
と
結
成
し
れ
O

品
品
川
通
に
第
二
字
イ
〆
タ

1
ナ
ジ
ヨ
ナ
炉
ハ
司
F
O
凶

H
R
H
ロ円。

g
s
z
oロ
色
)
又
は
F
イ
Y

イ
シ
タ

l
ナ
ジ
・
ヨ
ナ
ル
と
呼
ば
れ

て
ゐ
る
O

そ
の
主
張
は
、
各
凶
の
特
殊
事
情
私
特
認
し
て
必
ず
し
も
狐
裁
制
や
否
定
ぜ
ず
、
且
つ
必
ず
し
も
議
命
政
策
の
万
能
私
信
ぜ
ぎ
る
駄

に
特
色
が
あ
る
o

一
九
ニ
ゴ
一
年
五
月
茂
俊
合
同
大
命
日
て
第
二
に
合
同
し
ゃ
い
口
仰
ほ
之
に
就
て
は
綴
山
教
授
術
者
、
無
法
政
議
論
ハ
現
代
政
治
事

会
集
)
第
二
四
九
百
以
下
参
照
O

'18 

B 

{疹

の

JTfj 
3ζ 

貼

一
九
二
九
年
十
二
月
七
日
、
内
乱
ぞ
も
芯
起
し
か
ね
ま
じ
き
険
悪
な
る
攻
情
の
調
に
塊
太
利
憲
法
の
修
正
法
は
現
れ
た
。
抑
々
、

同
圏
一
磁
法
第
四
四
傑
に
操
れ
ば
、
患
法
文
は
誌
・
法
的
規
定
は
園
民
議
舎
に
於
い
て
全
員
の
二
分
の
一
以
上
出
席
し
、
投
票
の
三
分
の

二
以
上
の
多
数
を
得
て
始
め
て
決
議
さ
る
る
を
得
る
の
で
あ
る
。
然
る
に
前
述
し
た
る
如
く
.
議
曾
の
多
鍛
冶
制
す
る
基
管
敬
枇
曾

議
放
に
枇
曾
民
主
識
は
何
れ
も
三
分
の
一
円
以
上
に
出
つ
る
ぞ
以
っ
て
柄
識
の
妥
協
そ
外
に
し
て
は
修
正
案
の
遁
過
は
絶
針
的
不
可
能

に
屈
す
る
。
然
ら
ば
妥
協
の
内
容
如
何
。

A
1
其
の
詳
細
を
弦
に
説
く
可
く
'
ら
な
い
が
、
主
要
な
る
酷
は
、
壮
曾
黛
が
謀
略
上
ワ
イ

l

ン
に
於
け
る
濁
立
的
地
位
を
確
保
し
得
た
代
り
に
、
保
守
抵
の
要
求
に
感
じ
て
大
統
領
の
樺
限
櫨
大
を
承
認
し
た
事
で
あ
る
。
之
れ

に
依
っ
て
騨
邦
が
一
般
行
政
殊
に
特
察
に
就
い
て
康
汎
な
権
限
を
布
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
斯
く
し
て
一
九
二

O
年
の
窓
法
に
依
っ

て
立
て
ら
れ
た
立
法
府
中
心
主
義
は
執
政
府
中
心
主
義
に
北
の
地
位
そ
譲
る
に
至
っ
た
。
台
っ
て
大
統
領
は
殆
ん
ど
服
位
を
擁
す
る

に
す
ぎ
な
か
っ
た
も
の
が
今
や
絶
大
な
る
椛
限
を
附
興
せ
ら
る
L
に
至
っ
た
。
共
に
そ
の
内
容
を
述
べ
ゃ
う
。

先
づ
大
統
領
の
法
山
本
は
従
来
議
舎
の
樺
限
で
右
っ
た
も
の
そ
改
め
て
同
民
投
票
と
な
し
ハ
第
六
O
僚
)
、
任
制
は
凶
年
を
六
年
と
し

く8) l¥J.-G.， op・cit.p. 4l)(j 01 s・仰lまditto，La r6vision Com5t・CIlAntriche. L'Europe 

NouvelJe. No. 623， Ja!1. ]8， ]l)30: 



大
。
聯
邦
政
府
を
構
成
す
可
き
宰
相
並
に
其
他
の
大
臣
は
従
来
議
舎
が
選
任
し
た
が
、
改
め
て
凡
て
大
統
領
に
そ
の
指
名
穫
を
奥
へ

た
。
ハ
餅
七
O
脇
陣
)
出
削
ほ
議
舎
の
解
散
樺
ま
で
も
新
に
大
統
領
に
附
興
せ
ら
れ
た
。
(
第
六
O
保
第
六
攻
、
及
び
第
二
九
僚
第
二
さ
此
他
緊

急
命
令
樫
(
第
一
八
一
保
第
三
項
)
は
一
九
二
二
年
以
来
既
に
是
認
さ
れ
て
来
た
が
非
常
時
に
属
す
る
た
め
に
園
民
議
命
日
開
曾
中
法
律
を

鐙
更
す
る
命
令
そ
以

τ執
行
し
得
可
き
庚
汎
の
樺
限
で
あ
る
。
但
し
之
に
は
若
干
の
制
限
が
設
け
ら
れ
た
。
即
ち
議
員
よ
り
応
例
代

表
的
に
選
任
せ
ら
れ
た
る
者
よ
り
成
る
主
要
委
員
舎
(
向
き
}
浮
き
窓
口
町

5
)
の
承
認
を
要
件
と
す
る
。

蓄
の
聯
邦
議
舎
(
F
Z
2
5
3
は
、
州
及
職
業
議
曾

(E=品目『
E
仏
①
乞
口
宏
円
三
)
と
投
稿
さ
れ
、
州
議
舎
と
職
業
議
舎
と
の
二
部

よ
り
成
る
こ
と
と
な
り
(
第
三
四
緑
)
後
者
は
聯
邦
内
の
職
業
国
体

(PEEP--含
)
の
代
表
者
を
以
っ
て
構
成
さ
れ
る
。
(
第
三
五
僚
)

斯
く
し
て
園
民
議
命
日
(
喝
主

EP--d円
)
と
州
及
職
業
議
舎
と
が
新
し
い
聯
邦
議
曾
(
∞

5
ユ
2
4
2
S
E
E
S
問
)
を
構
成
す
る
こ
と
に
な

る
。
(
第
三
八
僚
)

向
ほ
議
舎
の
務
算
審
議
権
が
縮
少
さ
れ
た
る
こ
と
(
第
五
一
保
ヌ
前
出
の
主
査
委
員
舎
の
深
井
に
闘
す
ろ
樺
限
の
強
大
(
第
五
五

僚
ゴ
騒
援
に
際
し
て
の
軍
隊
出
動
の
新
規
定
(
第
七
九
保
第
四
項
〉
、
地
方
議
命
日

(
F
S
L
Z
巴
に
於
け
る
議
員
数
の
制
限
(
第
九
五
位
陣
)

首
都
ワ
イ

l
ン
に
針
す
る
合
計
検
査
院

(
m
o
D
V
E『
四
国
吉
町
)
の
統
制
(
第
一
二
・
七
保
)
、
選
率
健
ハ
二

O
才
よ
り
一
二
才
可
被
選
象
樺

(
二
四
才
よ
り
二
九
才
)
年
齢
の
線
上
ハ
第
二
六
位
相
)
等
重
要
な
る
修
正
が
行
は
れ
た
事
を
注
目
す
可
き
で
あ
ら
、
ヲ
O

之
を
要
す
る
に
オ
ー
ス
ト
リ
ア
憲
法
の
修
正
は
大
戦
後
の
新
富
法
に
依
り
法
律
的
に
認
め
ら
れ
た
る
立
法
府
の
優
越
性
を
な
け
う

っ
て
、
絶
大
な
る
行
政
府
の
擁
大
強
化
を
資
現
し
た
の
で
あ
る
。
言
ひ
換
へ
れ
ば
立
法
府
の
擢
限
は
法
律
上
並
に
政
治
上
重
大
な
る

制
限
を
加
へ
ら
る
る
に
至
っ
た
。
而
し
て
こ
れ
躍
に
喚
太
利
の
み
な
ら
歩
、
中
欧
及
東
蹴
諸
国
に
通
有
な
る
新
現
象
な
る
噌
)
と
を
夏

に
各
国
の
事
例
を
あ
け
て
説
明
し
ゃ
う
。
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法
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古
典
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制
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矧
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so 

A 

新
窓
法
及
び
第
一
弐
修
正

ポ
ー
ラ
ン
ド
は
十
八
世
紀
末
に
露
・
北
H

・
棋
の
三
ナ
園
山
分
割
さ
れ
て
か
ら
一
世
紀
儲
に
一
旦
り
極
め
て
悲
惨
な
る
運
命
の
下
に
置

か
れ
た
c
然
る
に
世
界
大
臓
の
結
果
之
等
の
支
配
圏
が
何
れ
も
動
揺
混
乱
の
裡
に
陥
っ
た
の
で
弦
に
そ
の
踊
幹
そ
売
れ
て
濁
立
し
得

可
き
時
機
が
到
来
し
た
。
ピ
ル
ス
ズ
キ
イ
勝
山
山
十
(
出
向
p
g岳
己
目

-mEを
・
)
が
多
年
心
血
を
濃
い
で
努
力
し
た
る
濁
立
運
動
が
漸
く
成

功
の
端
緒
に
つ
い
た
の
は
大
戦
終
憾
と
殆
ん
ど
同
時
の
一
九
一
八
年
十
一
月
四
日
で
あ
る
。
正
に
回
以
後
の
分
割
よ
り
百
二
十
四
年
目

に
蛍
る
。

之
よ
り
先
き
既
に
軍
隊
警
察
並
に
政
府
の
萌
芽
と
も
観
る
可
き
岡
民
的
組
織
は
結
成
せ
ら
れ
て
ゐ
た
の
で
、
そ
の
全
樫
が
前
漣
の

日
に
ピ
氏
の
掌
中
に
蹄
し
た
の
で
あ
る
。
濁
立
の
宜
一
一
=
口
は
夙
く
五
月
十
七
日
珪
明
さ
れ
，
次
い
で
汁
一
月
九
日
に
再
び
行
は
れ
、
一
九

一
九
年
六
月
二
十
八
日
の
グ
エ
ル
サ
イ
ユ
傑
約
に
よ
り
共
和
闘
と
し
て
公
認
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
一
世
紀
儲
に
亘
り
三
ク
闘
の
異
な
れ
る
統
制
の
下
に
在
っ
た
が
た
め
に
‘
風
俗
習
慣
言
語
等
枇
命
日
生
活
の
高
端
に

亘
っ
て
相
一
致
せ
ぎ
る
も
の
多
く
、
政
治
的
統
制
の
困
難
な
る
事
は
推
知
す
る
に
難
か
ら
ぬ
の
で
あ
る
。
例
へ
ば
民
法
の
如
き
も
園

内
に
五
種
の
呉
れ
る
系
統
が
行
は
れ
た
。
ワ
ル
ツ
|
地
方
に
於
け
る
ナ
ボ
レ
才
ン
法
典
、
東
部
地
方
に
於
け
る
ロ
シ
ヤ
民
・
法
(
誇
帝

政
時
代

ωも
の
可
其
他
濁
・
喚
及
び
何
牙
利
民
法
が
夫
と
の
関
係
地
方
に
就
い
て
行
は
れ
た
。
其
他
の
法
制
に
於
て
も
之
と
同
様

甚
立
錯
綜
し
て
ゐ
た
。
が
之
.
民
族
上
か
ら
見
て
も
波
蘭
人
は
そ
の
七
割
を
占
む
る
も
他
の
三
割
は
数
多
の
少
数
民
族
に
属
し
殊
に

二
百
万
人
を
擁
す
る
ユ
グ
ヤ
人
は
祉
命
目
的
に
も
政
治
的
に
も
侮
り
難
き
勢
力
を
有
っ
て
ゐ
た
。
(

以
上
の
如
く
波
蘭
は
溺
立
の
機
曾
ぞ
得
た
る
が
そ
の
岡
民
の
枇
命
目
的
複
雑
性
が
政
治
上
に
も
反
映
し
、
従
っ
て
園
内
に
於
け
る
攻

識
は
極
め
て
多
種
多
様
を
極
め
て
居
た
。
そ
の
中
僅
か
に
園
民
民
主
謀
及
び
枇
合
識
の
二
誌
の
み
が
全
国
的
に
加
問
者
を
包
含
し
て

ゐ
た
の
み
で
あ
っ
た
o
し
か
も
之
等
の
政
議
と
蹴
も
未
花
園
民
を
統
制
す
る
だ
け
の
多
数
ぞ
維
持
し
て
ゐ
た
わ
け
で
は
な
い
。
(
説
参

MmU

唯
之
等
凡
て
の
政
識
が
一
致
し
て
認
め
た
る
貼
は
濁
立
を
要
望
す
る
愛
国
的
精
神
こ
れ
で
あ
っ
た
。
こ
の
一
貼
に
於
て
の
み
能

(1) Leonard， L'effort pOUl' l'uni日catiomncle la POIOgI1C. L'Europe NOl1velle. 110・

649. 19 juillet， 1 ¥l30. 

ibid. p. 1096. 

今中、Hii1局、ポーラ〆 Fの!:iU多目(!o

く2)

(3) 



し
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し
な
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す
可
き
は
濁
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運
動

l努
し
て
其
の
"" 臼
J1( 

と
し
て
夫

(4) Smogorzewski. Le Ma.recha.l Pilsudski ct ses det1x oppositions. L'E. N・， 110・

o17.及び M.-Guetzevitch.op. cit. p. 499. 

く
彼
等
は
協
同
戦
線
h
q
張
り
得
た
の
で
あ
る
。

々
濁
乙
・
填
太
利
・
露
間
車
叉
は
聯
合
軍
側
等
異
な
っ
た
勢
力
を
持
ん
で
ゐ
た
事
切
で
あ
る
。

以
上
の
如
く
園
内
が
混
沌
た
る
賦
態
に
在
っ
た
の
で
濁
立
後
の
鍛
政
府
は
先
づ
封
外
攻
策
よ
り
も
園
民
の
内
部
的
統
一
に
努
力
し

た
。
之
-
か
た
め
に
政
治
的
統
制
の
先
決
問
題
と
し
て
憲
法
制
定
議
舎
の
召
集
を
必
要
と
し
た
ョ
而
か
も
そ
れ
に
先
古
っ
て
恨
政
府
は

枇
曾
保
険
、
義
務
敬
育
、
努
働
組
合
、
持
働
監
督
、
公
用
徴
牧
等
立
(
他
の
吐
A

何
回
的
諸
制
度
に
闘
す
る
命
令
を
護
布
し
て
法
制
上
の
統

一
に
傾
倒
し
た
。
新
ポ
ー
ラ
ン
ド
共
和
園
窓
法
は
斯
く
の
如
き
政
情
の
復
に
生
れ
出
で
た
の
で
あ
る
。
時
に
一
九
一
二
年
三
月
十
七

日。
新
憲
法
は
立
法
府
の
優
越
性
を
確
認
し
.
大
統
領
の
樫
限
は
極
め
て
狭
く
、
元
老
院

2
8巳
)
も
同
様
に
無
力
の
地
に
置
か
れ
、

濁
り
代
議
院
(
∞
月
比
B
)
が
最
も
緬
要
の
樺
限
を
把
握
す
る
賦
態
に
在
っ
た
。
何
故
に
復
活
後
間
も
な
く
し
て
多
事
多
難
な
る
揚
合
に

執
政
府
中
心
を
探
ら
守
し
て
立
法
府
中
心
主
義
を
採
っ
た
か
。
之
に
就
い
て
は
種
々
の
鈷
か
ら
立
論
で
き
ゃ
う
が
大
体
次
の
三
原
因

に
基
す
ゐ
も
の
と
見
ら
れ
て
ゐ
る
。
第
一
に
は
近
代
民
主
々
義
の
思
想
的
影
響
こ
れ
で
あ
る
。
第
二
に
は
波
蘭
の
歴
史
が
惇
統
的
に

議
舎
の
優
勢
を
認
め
て
ゐ
た
。
第
三
に
は
官
時
の
政
情
に
因
る
も
の
で
、
ピ
ル
ス
ズ
キ
イ
の
専
制
に
反
感
を
持
つ
右
傾
波
の
図
民
々

主
謀
を
中
心
と
し
た
る
政
府
反
封
議
が
憲
法
上
議
曾
殊
に
下
院
の
樺
力
研
-

4

増
大
し
て
ピ
氏
の
専
制
に
深
め
備
へ
ん
と
し
た
る
が
た
め

で
あ
る
。

右
の
如
、
ぎ
事
情
の
下
に
生
れ
た
る
題
法
は
必
示
し
も
各
政
黛
の
満
足
す
る
も
の
で
な
く
、

一
時
的
妥
協
の
結
果
で
あ
っ
た
。
ピ
氏

81 

と
雌
ど
も
濁
立
運
動
の
巾
心
人
物
と
し
て
其
の
殉
園
的
行
動
に
よ
り
民
心
を
繋
ぐ
事
そ
得
た
が
、

主
義
に
よ
り
政
敵
多
く
、
下
院
に
於
け
る
勢
力
は
全
員
の
四
分
の
一
強
に
過
ぎ
ぎ
る
も
の
で
あ
っ
た
o

(

後
註
参
照
)

ピ
氏
が
新
か
る
窟
法
に
不
満
ぞ
一
懐
き
た
る
は
推
測
に
難
く
な
い
。
一
九
二
二
年
十
一
月
五
日
、
新
憲
法
に
よ
る
締
選
出
帯
が
行
は
れ

引
鏑
き
大
統
領
の
選
率
を
行
ふ
に
際
し
彼
は
そ
の
候
補
者
た
る
事
を
肯
じ
な
か
っ
た
G

そ
の
理
由
と
す
る
所
は
康
位
在
擁
す
る
に
過

一
方
に
於
い
て
そ
の
軍
事
的
事
制

古
典
的
議
合
制
度
の
期
務

八.
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ぎ
な
い
地
位
に
甘
ん
す
る
能
は
ず
る
貼
に
あ
る
事
ぞ
言
明
し
た
。
し
か
も
窓
法
改
正
の
た
め
に
は
、
元
老
院
と
は
何
等
閥
係
な
く
、

先
づ
代
議
院
に
於
い
て
修
正
動
議
の
議
決
冶
要
す
可
く
、
こ
の
動
議
は
定
員
の
四
分
の
一
の
署
名
を
要
し
、
定
員
の
字
数
以
上
の
出

席
の
上
、
投
票
の
五
分
の
三
の
多
数
決
に
依
っ
て
決
定
せ
ら
る
る
。
〔
一
二
五
依
第
二
、
一
ニ
攻
)
然
る
に
前
述
の
如
く
ピ
氏
。
ゼ
緯
る

政
府
典
議
は
議
舎
の
第
一
議
と
は
言
ひ
な
が
ら
未
記
法
定
の
多
数
を
得
る
に
至
ら
歩
、
他
議
の
充
分
な
る
賛
同
を
も
得
難
く
従
っ
て

合
法
的
に
窓
法
修
正
を
な
す
可
き
基
礎
傑
件
に
欠
く
る
と
こ
ろ
あ
っ
た
。
弦
に
幾
多
不
安
な
る
政
情
を
起
す
可
き
原
因
が
ひ
そ
ん
で

.
ゐ
た
の
で
あ
る
。

果
然
、
攻
府
の
財
政
々
策
の
破
続
よ
り
し
て
新
興
聞
の
意
気
も
鵠
ら
す
、
大
血
液
騒
然
と
な
る
に
及
び
、
ピ
ル
ス
ズ
キ
イ
の
百
し
腕
は

延
び
、
左
傾
諸
議
を
巧
に
利
用
し
て
右
傾
の
反
封
川
県
在
抑
へ
、
徒
ら
に
権
力
多
く
し

τ活
動
力
な
き
議
曾
ぞ
座
し
て
ク
ー
デ
タ
ー
か
}

敢
行
し
た
。
一
九
二
六
年
五
月
十
四
日
、
中
央
及
右
祇
に
支
持
せ
ら
れ
た
第
十
四
固
め
グ
イ
ト
ス
内
閣
は
斯
く
し
た
襲
れ
大
。
議
合

制
度
ぞ
認
め
ず
る
が
故
で
な
く
、
官
時
の
議
命
日
が
あ
ま
り
に
自
由
主
義
そ
傘
重
し
て
多
数
の
統
一
事
業
ぞ
破
壊
す
る
を
民
れ
た
の
記

と
言
は
れ
る
。

新
か
る
非
常
手
段
に
よ
り
窓
法
は
重
大
な
る
修
正
を
同
年
八
月
二
日
の
法
律
に
よ
り
加
へ
ら
れ
た
。
そ
の
中
心
貼
は
立
法
府
の
樺

限
縮
少
に
伶
ひ
、
大
統
領
の
夫
れ
の
鵠
大
で
あ
る
。
議
合
務
算
審
議
舎
の
制
限
、
大
統
領
の
議
曾
解
散
棟
、
大
統
領
の
底
汎
な
る
行

政
命
令
様
等
之
れ
で
あ
る
。

A
1
や
窓
法
上
の
問
題
が
そ
の
正
常
な
る
軌
還
を
外
れ
て
賓
力
の
宇
と
な
り
、
ピ
氏
と
議
舎
と
の
関
係
は
事
毎
に
不
隠
な
る
形
勢
を

激
成
せ
し
め
、
出
版
法
問
題
に
於
い
て
其
の
極
に
蓬
し
た
が
該
事
件
は
議
舎
の
勝
利
に
闘
し
た
。
斯
く
し
て
従
来
ピ
氏
に
好
意
を
持

っ
た
祉
舎
議
は
隣
反
し
、
農
民
識
も
そ
の
例
に
倣
っ
た
。

る
新
国
体
が
結
成
さ
れ
ピ
氏
ぞ
支
持
す
る
に
至
っ
た
。

一
方
に
於
て
は
軍
閥
中
心
の
所
謂
「
大
佐
園
」
(
↓

zco--ロ
己
句
。
己
司
・
)
な

一
九
二
八
年
の
締
選
率
に
於
て
も
そ
の
結
果
論
邸
期
に
反
し
て
政
府
議
は
多
少
の
増
加
ぞ
得
た
が
‘
依
然
と
し
て
結
封
的
多
数
を
得

(5) Sukiennski， DEux ans de l'histire constitut. dc Ja Pologne. dans l'Annu:tire 
dcl， Institut dc Droit Public. ]930， p. 1094 et s. 
(6) Voyez. Peretiatkowiez， La revision dc la COllstitution polonaisc. R. D. P. 1927 



る
に
至
ら
な
か
っ
た
。
門
誌
)
併
し
な
が
ら
ピ
氏
は
屈
せ
す
徐
に
そ
の
時
機
な
ま
っ
て
夏
に
憲
法
上
明
白
に
執
政
府
の
擢
限
強
化
の
基

礎
ぞ
確
立
せ
ん
と
欲
し
た
の
で
あ
る
。
之
に
就
て
は
失
に
項
を
改
め
て
蓮
べ
ゃ
う
吐
息
ふ
。

〔
註
〕
ポ

1
ヲ

y
ド
の
政
築
同
級
め
て
格
維
に
し
て
一
々
数
ひ
上
げ
れ
ば
二
十
余
に
な
5
0

し
か
し
な
が
ら
之
れ
か
大
別
す
れ
ぽ
次
の
阿
穏
と
な

5
0
第
一
の
政
府
ほ
(
円
。
冨
吉
田

D
E号
S
E
E
S
-
v
と
稀
す
る
も
の
は
一
九
二
八
年
の
選
撃
に
現
れ
れ
る
特
殊
の
一
日
以
て
起
業
聯
合
(
問
、
。
呂
o
o

s
g
事
三
一
局
O
ロ
匂
号

q
d三
o
ロ
)
と
稀
し
、
一
定
の
政
見
め
る
に
依
っ
て
構
成
さ
れ
れ
も
の
で
な
く
、
一
に
ピ
か
λ

メ
斗
イ
の
絡
相
判
的
擁
護

か
目
的
と
す
る
o
而
し
て
行
政
府
披
振
る
主
限
と
す
る
憲
法
修
正
か
目
的
と
す
る

o
共
の
背
景
は
大
地
主
・
知
H

識
階
級
の
一
部
等
保
守
的
傾
向

与
格
ぶ
る
が
、
中
心
は
護
軍
閥
の
系
統
て
あ
る
大
佐
闘
ぐ
わ
る
口

政

府

議

右
傾
反
封
黛
へ
図
民
々
主
黛
・
基
督
教
民
主
黛
)

/

及

び

農

民

骨

晶

、

、

左
傾
反
針
葉
ヘ
捻
遜
農
民
集
・
社
合
集
・
共
産
)

r

黛
・

0

イ
ナ
農
民
黛
品
目
ザ
」

h
「
図
民
峠
労
働
集
・
エ
ダ
ヤ
図
体
・
J

世
/
ド
イ
ツ
圏
体
・
其
他
無
所
属
、
、

-一品一一
iu

一
二
二
七
六

一
九

O

A 共
r~ 

四
同五
同六

右
の
統
計
は
各
品
島
田
「
h

依
っ
て
多
少
の
祁
迭
は
有
す
る
o
例
へ
ぽ
T

ロ

v
lの
ρν
ド
プ
ツ
グ
は
政
府
黛
ゐ
一
一
二
ニ
名
・
と
し
て
必
る
が
私
は
波
陶

Q
U
 

グ
イ
断
ノ
大
阜
の
ス
キ
イ
=
ッ
キ
イ
氏
の
詑
惑
に
捺
つ
土
。

B 

攻
府
議
の
新
修
正
案

83 

政
局
の
異
常
な
る
推
移
は
夏
に
窓
法
修
正
の
必
要
を
痛
感
せ
し
め
た
。
然
し
な
が
ら
少
鶏
群
立
の
波
蘭
じ
於
て
は
依
然
と
し
て
賓

際
上
の
障
害
が
蹴
っ
て
ゐ
た
0

(

窓
一
二
五
依
参
照
)
弦
に
於
い
て
輿
論
の
憲
法
観
が
盤
化
を
来
し
、
従
来
議
曾
政
策
を
高
唱
し
て
来

た
右
傾
汲
か
今
や
却
っ
て
フ
ア
ス
シ
ス
ズ
的
の
溺
裁
制
を
謡
歌
す
る
に
歪
り
、
左
傾
一
蹴
が
反
之
議
命
日
政
策
ぞ
信
傑
と
し
、
常
に
政
府

と
反
目
の
態
度
ぉ
1

と
う
た
。
か
パ
る
間
に
一
九
二
九
年
二
月
六
日
、
政
府
興
議
は
全
文
七
十
筒
傑
よ
り
成
る
新
窓
法
案
を
提
出
し
た

(説
)
0

・
次
に
次
の
内
容
が
}
述
べ
や
パ
フ
。

古
典
的
議
令
制
度
の
蹴
落

A. 

:¥festiuger Polonais， 7-10， fev.， l[)2!l. 

:M allory， op. cit. p. 149. 
Sukiennicki， op・cit.p. 1095 
l¥'I.-Guetzevitch， op. cit. p. 505 ct s. 
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古
典
的
議
合
制
度
の
剛
山
桜

i¥ 
阿

64 

該
案
は
第
一
保
に
於
い
て
「
国
民
の
安
寧
幸
一
蹴
」
が
最
高
の
規
準
な
る
こ
と
を
宣
言
し
て
ゐ
る
が
、
主
要
な
る
問
題
は
大
統
領
の

選
象
方
法
と
そ
の
樺
限
の
呉
常
な
る
擁
太
と
に
在
る
。

該
案
に
よ
れ
ば
大
統
領
は
任
期
七
年
と
し
、
二
人
の
立
候
補
者
中
よ
り
園
民
の
一
般
投
票
に
よ
り
選
出
せ
ら
る
る
。
そ
の
中
、
一

人
は
上
下
雨
院
が
合
同
し
て
国
民
議
合

(
K
5
8
g
z
h白
沼
主
C

白
色
ろ
を
構
成
し
た
る
上
、
無
記
名
投
票
に
よ
り
法
定
出
席
議
員
の
過

半
数
ぞ
以
っ
て
定
め
る
。
現
行
法
(
第
三
九
僚
第
一
項
)
は
之
れ
を
以
っ
て
足
る
の
で
あ
る
が
、
新
草
案
に
於
て
は
更
に
一
名
の
候
補

を
立
て
、
而
か
も
之
れ
は
前
大
統
領
の
指
名
に
依
る
の
で
あ
る
o

(

第
三
線
第
三
項
)
議
員
選
率
の
効
力
に
つ
き
争
な
き
揚
合
は
議
舎

に
於
い
て
其
の
選
率
の
効
力
を
決
定
し
、
其
の
雫
あ
る
揚
合
は
之
れ
ぞ
大
統
領
が
決
定
す
る
も
の
と
し
た
。
(
第
二
三
僚
)
現
行
法
に

て
は
後
の
揚
合
に
は
最
高
裁
判
所
の
決
定
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
ハ
第
一
九
保
)

更
に
議
員
の
「
兎
責
特
権
(
「
H
B
B
E
ま
宮
ュ

2
2芝
『
巾
一
宮
己
P
E
E
S司一国各市田

H
E
B
5
5
3
が
該
案
に
於
て
は
削
ら
れ
た
。
ハ
第
二

七
脇
陣
)
凡
そ
敷
あ
る
特
権
の
中
、
こ
れ
ほ
ど
議
員
に
取
っ
て
主
要
な
も
の
は
あ
る
ま
い
。
議
舎
制
度
の
護
群
地
た
る
英
国
に
於
て
は

師
に
一
六
八
八
年
の
革
命
に
依
っ
て
得
た
る
樺
利
辛
典
(
回
三
三
百
四
宮
田
)
第
九
蹴
に
議
舎
内
に
於
け
る
言
論
に
閥
L
て
は
院
外
に
於

い
て
責
任
な
く
従
っ
て
訴
追
叉
は
審
問
せ
ら
る
L
こ
と
な
き
古
宇
治
明
言
し
て
ゐ
る
。
而
し
て
こ
の
制
度
は
或
は
謹
言
の
自
由
(
司
『
市
中

。。
B
え
mw勺

g口
町
山
】

H
E与
色

町

O
X
〉
と
も
稿
せ
ら
れ
倖
統
的
に
各
国
に
港
守
さ
れ
て
ゐ
る
均
で
あ
る
o
t
(
日
本
憲
法
五
二
依
参
照
)

該
案
に
依
れ
ば
大
統
領
は
議
舎
の
構
成
に
就
て
も
之
れ
を
統
制
す
る
擢
力
を
有
す
る
O

〈
下
院
に
針
し
て
は
上
述
、
係
争
選
曲
第
決

定
樫
ぞ
保
有
す
る
事
に
よ
り
間
接
的
支
配
に
過
ぎ
な
い
が
、
上
院
に
劃
し
て
は
そ
の
三
分
の
一
の
議
員
を
任
命
す
る
権
利
を
以
っ
て

直
接
的
に
支
配
す
る
の
で
あ
る
。

以
上
は
議
舎
に
劃
す
る
権
限
の
強
大
で
あ
る
が
、
次
に
内
閣
に
劃
す
る
其
の
権
限
の
伸
長
に
就
い
て
述
べ
よ
う
。
該
案
第
四
十
一

保
に
依
れ
ば
大
統
領
は
次
に
示
す
如
、
ぎ
炭
汎
な
る
範
固
に
疋
り
'
棉
理
大
臣
の
副
署
(
の
S
Z
'
M巾
吉
恨
の
晶
S
N丘町
r
z
g
m
)
h
q
売
除
す
る

事
が
出
来
る
。

美濃部博士、議合i何度論 P. 418以下

Voyez， Tibal， Probl色meHpo1itiques contemporains de l'Enrope orientale. 
1930. p. 21. 
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即
ち
川
上
院
下
院
に
関
す
る
通
牒
並
に
凡
て
の
行
錦
、
州
内
閣
組
理
↓
人
臣
.
参
謀
棉
長
、
曾
計
検
査
院
長
及
び
大
統
領
官
房
官
吏

等
の
任
発
に
関
す
る
行
矯
州
大
統
領
が
軍
備
の
最
高
統
帥
者
(
現
第
四
六
候
第
二
規
参
照
)
と
し
て
鋳
し
た
る
武
官
の
任
免
其
他
の

行
錦
、
山
門
思
赦
及
び
法
律
的
保
護
に
闘
す
る
行
錦
、
的
司
法
官
の
任
命
行
錦
.
的
最
高
裁
判
所
長
及
び
所
員
の
任
命
行
嬬
等
。

斯
様
に
凡
そ
園
家
の
植
要
機
関
は
殆
ん
ど
悉
皆
大
統
領
の
左
右
し
得
可
き
も
の
と
せ
ん
と
欲
す
る
の
で
あ
る
。

向
ほ
内
閣
は
大
統
領
に
劃
し
て
責
任
や
員
ふ
も
の
と
し
議
舎
に
劃
し
て
は
従
来
よ
り
は
造
か
に
縮
小
さ
れ
た
る
限

度
に
於
て
の
み
責
に
任
予
る
事
と
し
、
不
信
任
決
議
(
〈
o
g
含

宏

Eご
2
一
員
互
円

2
2
4
2
z
E
む
の
如
き
も
そ
の
方
法
念
碑
慨
に
制
限

し
て
困
難
な
ら
し
め
、
仮
令
決
議
案
が
通
過
し
た
る
揚
合
に
も
、
之
に
依
っ
て
内
閣
が
綿
辞
職
を
矯
す
可
き
か
、
又
は
議
舎
な
解
散

ハ
第
一
七
依
)

一
に
大
統
領
の
決
定
に
依
る
も
の
と
な
し
た
。

法
律
護
案
樺
ハ
同
ロ

E
E富
島

市

曲

]02

。22
N
2
4
2
z
m
g
)
は
立
法
府
と
し
て
の
議
舎
の
生
命
で
あ
る
に
も
拘
ら
歩
多
大
の
制
限
を

蒙
り
.
反
之
.
大
統
領
が
弦
に
も
そ
の
権
限
必
擁
張
し
た
。
此
の
他
、
募
兵
樫
、
拒
否
様

(
P
D
Z

皆

2
5
田
口
田
守
口
口
ご
緊
念
命

令
躍
、
論
陣
算
審
議
樫
等
に
於
い
て
大
統
領
の
樺
限
が
著
し
く
蹟
大
せ
ら
れ
、
夫
れ
だ
け
内
閣
並
に
議
舎
が
活
動
の
範
囲
を
局
限
せ
ら

す
可
き
か
は
、

(
第
四
五
保
)

る
可
き
も
の
と
な
し
た
。

改
府
輿
黛
の
提
出
に
係
る
新
窯
法
案
の
内
容
は
以
上
に
述
べ
た
る
貼
に
て
明
白
な
る
如
く
、
従
来
議
曾
制
度
の
本
質
と
し
て
是
認

せ
ら
れ
た
る
も
の
を
全
然
叉
は
大
部
分
無
視
せ
ん
と
す
る
の
で
あ
っ
た
。
諜
備
的
討
論
に
際
し
て
反
針
葉
と
し
て
は
今
夏
専
制
政
治

の
時
代
に
非
る
こ
と
を
唱
へ
て
極
度
に
批
難
し
た
が
、
政
府
黛
首
領
ス
ラ
グ
エ
ツ
ク
大
佐
ハ
C
D

目。E-
∞Z
4
2
5
は
波
蘭
が
強
聞
な
る

政
府
を
必
要
と
品
川
る
危
態
に
陥
っ
て
ゐ
る
事
、
従
っ
て
此
際
倖
統
的
の
自
由
に
拘
束
。
♂
受
く
る
事
を
忍
ば
ぎ
る
を
得
な
い
と
主
張
し

た
の
で
あ
っ
た
O
L

併
し
な
が
ら
攻
府
黛
が
議
舎
に
於
い
て
結
封
多
数
を
布
せ
歩
、
従
来
支
持
を
愛
ま
な
か
っ
た
左
翼
諸
祇
若
く
は
中
央
祇
が
A
1
や
多

出
‘
く
離
反
し
た
る
揚
合
に
事
常
の
方
法
に
依
つ
て
は
到
底
こ
の
案
の
遁
過
は
望
ま
れ
な
い
。
弦
に
琵
多
の
波
蘭
曲
折
そ
務
想
し
得
る
の

古
典
的
議
合
制
度
の
顛
溶

ノL

五

Smorgorzewski， op・cit・p・]6日5.(12) 



古
典
的
議
官
制
度
の
期
務

r
、』、
一
/
」
ノ

8(; 

で
あ
る
。

究
に
木
案
の
性
質
な
向
一
屠
強
く
吟
味
し
て
見
ょ
う
O
L

政
府
議
案
の
震
動
は
大
統
領
の
濁
立
的
並
に
個
人
的
の
役
目
(
問
。
一
品
古
島
市
匂
恒
三
恒
三
巴
胃
5

5巴
)
を
憲
法
に
依
っ
て
是
認
せ
ん

と
す
る
駄
に
布
り
.
そ
の
樺
限
の
成
汎
に
亙
る
と
い
ふ
貼
よ
り
も
寧
ろ
そ
の
性
質
の
重
要
さ
に
在
る
。
一
言
に
し
て
現
せ
ば
大
統
領

を
し
て
一
切
の
立
誌
の
方
向
を
決
定
す
る

(
O
号
豆
主

S
合
宮
志
向
一
回

ES=)
樫
能
を
得
さ
し
む
る
も
の
で
あ
る
。

大
統
領
選
率
の
方
法
も
結
局
は
王
朝
的
世
襲
制
(
一

P
E
2
2
Uロ
身
ロ
由
主
宮
古
)
に
轄
化
す
る
虞
あ
る
も
の
で
あ
る
。
即
ち
賓
質
上

は
嘗
っ
て
蹴
洲
の
君
主
園
に
行
は
れ
た
る
君
主
制

(
P
E
口一宮

B
S空
白
宮
古
ふ
と
兵
る
と
こ
ろ
な
く
、
か
く
し
て
大
統
領
は
特
殊
の

君
主

(
Z
Z
E
S
P
3
5
2
J
2
2
5
と
言
ふ
可
き
地
位
そ
獲
得
す
る
こ
と
に
な
ら
う
。

新
く
の
如
く
波
闘
に
於
て
は
等
し
く
憲
法
修
正
に
依
っ
て
執
政
府
優
越
性
在
確
認
せ
し
め
ん
と
す
る
運
動
で
あ
っ
て
も
、
前
項
に

述
べ
た
る
填
太
利
に
於
け
る
も
の
と
は
そ
の
傾
向
を
異
に
し
、
大
統
領
の
個
人
的
樺
力
在
認
め
ん
と
す
る
も
の
で
、
後
者
が
極
め
て

民
主
的
方
法
に
依
ら
ん
と
す
る
も
の
と
比
較
せ
ば
好
筒
の
掛
照
を
な
し
て
ゐ
る
。
民
主
々
義
が
普
通
選
曲
挙
制
と
責
任
制
度
に
そ
の
中

心
ぞ
置
く
に
反
し
、
新
修
正
案
の
一
不
す
と
こ
ろ
は
全
く
醤
君
主
制
の
如
く
無
責
任
な
る
楳
力
者
の
専
制
を
是
認
せ
ん
と
す
る
に
布

る
。
こ
の
意
味
に
於
い
て
新
修
正
案
は
似
而
非
立
志
主
義

(
E
E
L
2
0
2吾
E
S
Z
5
0
)
と
禁
断
の
宗
主
制
度
と
の
諸
要
素
の
結

合
せ
る
も
の
に
過
ぎ
な
い
。
該
案
に
よ
れ
ば
、
園
民
ぞ
基
礎
と
す
可
き
議
舎
は
園
家
機
関
の
行
動
を
制
約
す
可
き
構
成
な
く
、
只
受

動
的
に
濁
裁
者
の
意
思
の
ま
L
に
左
布
さ
る
L
に
す
ぎ
な
い
。
即
ち
議
舎
は
形
骸
の
み
に
し
て
そ
の
血
肉
な
き
に
等
し
く
、
法
律
的

制
度
と
し
て
存
在
す
る
も
民
主
々
誌
の
心
理
的
要
素
は
全
然
欠
如
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
疑
も
な
く
こ
の
馳
で
該
案
は
伊
太
利
の
フ

ア
ス
シ
ス
ト
園
出
家
組
織
と
共
通
貼
を
・
有
し
て
ゐ
る
。
次
に
そ

ω伊
太
利
を
針
象
と
し
て
筆
そ
準
め
よ
う
と
思
ふ
。

〔
誌
〕
一
九
二
九
年
一
月
十
五
日
、
代
議
院
に
於
い
て
憲
法
修
正
手
績
に
闘
す
る
改
正
問
題
が
討
議
さ
れ
、
政
府
議
の
提
案
に
茶
き
百
十
一
名
の
署

名
私
以
っ
て
先
づ
動
議
が
可
決
ぜ
ら
ろ
可
、
骨
じ
も
の
と
さ
れ
わ
い
O

ハ
憲
一
二
五
篠
第
二
項
参
照
)
斯
く
し
て
二
月
六
日
に
政
府
黛
は
首
領
ス
ヲ
ヴ

l¥r，-Gnetzevitch， op・cit.p. 507-'!)， (1:l) 



エ
グ
大
佐
の
名
に
依
っ
て
事
務
局
に
新
改
正
案
や
拠
出
し
大
の
で
あ
る
O

該
案
伐
ヒ
氏
の
兄
議
な
る
ず
ア
か
ノ
控
訴
院
列
官
ジ
ヤ
y

'

ヒ
ル
ス

ズ
ス
キ
イ
氏
(
L『

-E-mEmrc
及
ぴ

y
b
w
y
p
大
事
刑
法
敬
授
y
グ
ラ

V
-
T
ヨ
す
ス
キ
イ
つ
4
・〕

VFro司
会

σ
雨
人
の
作
成
に
係
る
O

二

月
廿
二
日
議
舎
は
政
府
築
案
に
就
い
て
討
論
か
な
し
わ
い
が
、
左
翼
諸
減
は
之
れ
か
承
認
し
符
ざ
る
も
の
と
な
し
、
別
に
法
定
の
磐
名
か
な
し
て
一
-
一

月
間
日
新
案
か
提
出
し
れ
o
左
翼
汲
は
反
封
ぜ
ん
に
も
法
定
の
人
数
か
符
ら
れ
ざ
る
か
以
っ
て
、
止
む
な
〈
三
月
二
十
二
日
、
彼
等
の
綱
領
必
殺

表
す
る
に
止
ま
つ
れ
O
川

第
三
項

伊
太
利

7
7
ス
シ
ス
ト
園
家

一
九
二
二
年
十
月
三
十
日
、
ム
ツ
ソ
リ
ニ
ハ
己
記
主

E
)
に
依
っ
て
所
謂
フ
ア
ス
シ
ス
ト
政
府
が
組
織
さ
れ
て
か
ら
.
伊
太
利
は

(

註

)

近
代
民
主
A
M

義
の
藻
想
せ
ざ
る
全
く
別
館
の
政
治
組
織
が
}
採
る
に
至
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
私
は
弦
に
そ
の
問
題
の
全
般
に
亙
っ
て

詳
細
な
る
研
究
ぞ
述
べ
ん
と
す
る
も
の
で
は
な
い
。
唯
弦
に
は
ミ
ル
キ
ー
ヌ
・
グ
ツ
エ
グ
イ
ヅ
チ
慌
の
研
究
に
操
っ
て
議
含
制
度
に

劃
す
る
重
大
な
る
箆
草
の
一
例
と
し
て
の
其
の
根
本
的
性
質
を
概
観
す
る
に
止
む
る
も
の
で
あ
る
。

フ
ア
ス
シ
ス
ト
の
権
力
的
濁
裁
制
(
問
中
間
百
白
色
ロ

g
5
E
2
5
E
Z
)
の
基
礎
が
民
主
々
義
の
原
則
に
反
し
、
従
っ
て
法
治
固
と

呉
り
‘
暴
力
に
依
る
統
制
な
る
こ
と
は
そ
の
理
由
の
如
何
に
拘
ら
す
何
人
も
認
む
る
と
こ
ろ
の
事
置
で
あ
る
。
此
の
貼
に
於
い
て
は

ソ
ピ
エ
ツ
ト
・
ロ
シ
ヤ
の
攻
治
組
織
と
軌
を
同
じ
、
フ
し
て
ゐ
る
。
唯
後
者
が
マ
ル
キ
ス
ト
階
扱
闘
争
の
理
論
に
立
て
る
に
針
し
、
前

者
は
特
殊
な
る
国
体
国
家
理
論
に
立
脚
し
た
る
似
而
非
民
主
々
義
の
原
理
と
方
法
と
そ
主
張
す
る
も
の
で
あ
る
。
フ
ア
ス
シ
ス
ト
の

園
家
理
論
は
古
典
的
の
白
由
な
る
形
式
に
依
ら
示
、
政
治
的
意
味
よ
り
も
形
而
上
的
意
義
に
即
し
て
ゐ
る
。
人
1
.

政
治
的
に
岡
民
の

意
義
を
解
す
る
な
ら
ば
、
そ
は
多
数
決
制
度
や
憲
法
に
よ
る
民
植
の
擁
護
ぞ
確
保
す
る
原
則
に
在
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
然
る
に
彼
等

は
、
反
之
‘
園
民
を
形
而
上
的
に
解
轄
し
、
民
主
々
義
の
基
本
的
原
則
を
認
め
4
y
.
国
民
中
の
活
動
的
少
数
者
(
Z
E
-
-
0
2広
田
口
世
一
三
)

87 

の
権
力
の
み
そ
認
む
る
も
の
で
あ
る
。

古
典
的
議
合
制
度
の
期
務

八
七

(14) Sukiennicki， op. cit. p. 109i-'98. 
0) :Jr.-Gnetzevitch， op. cit. p・509et s. 



古
典
的
議
合
制
度
の
飯
務

ノL
A 

8S 

従
っ
て
賓
櫨
を
握
れ
る
支
配
階
級
な
る
之
等
少
数
固
体
は
被
治
者
た
る
一
一
般
国
民
に
封
し
責
任
在
員
は
な
い
。
彼
等
は
彼
等
猫
特

の
形
而
上
的
意
義
に
於
け
る
国
民
の
名
に
於
い
て
.
如
何
な
る
制
限
を
も
被
治
者
に
課
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
法
治
固
に
於
け
る
が

如
く
被
治
者
も
等
し
く
是
認
す
る
法
的
秩
序
な
る
も
の
は
全
然
存
花
し
な
い
の
で
あ
る
。
要
す
る
に
濁
裁
制
は
無
制
限
の
権
力
に
依

る
無
責
任
の
支
配
で
あ
る
。

斯
様
に
そ
の
根
本
に
於
い
て
近
代
民
主
国
家
と
異
る
が
故
に
、
法
律
の
名
に
依
っ
て
統
治
せ
ら
れ
な
が
ら
フ
ア
ス
シ
ス
ト
園
家
に

於
け
る
法
律
な
る
も
の
は
ソ
ピ
エ
ツ
ト
・
ロ
シ
ヤ
と
同
様
に
、
民
主
的
岡
家
に
於
け
る
夫
れ
の
機
能
と
呉
り
、
法
の
規
範
的
償
値

(
ぐ
と

2
『ロ
O

『
巴
主

g)
を
浸
却
し
、
間
早
に
器
械
的
性
質
(
E
S
5
2
2白山口回

E
g
g
s
-〉
を
帯
ぶ
る
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
即
ち

法
律
は
彼
等
の
樺
力
行
使
の
手
段
と
し
て
の
み
存
花
し
、
異
に
之
れ
ぞ
-
湛
守
せ
し
む
可
き
内
容
を
備
へ
て
構
成
あ
ら
し
む
も
の
で
な

く
、
暴
力
に
依
る
支
配
の
宜
際
的
結
果
と
し
て
強
行
さ
る
L
に
過
ぎ
な
い
。

フ
ア
ス
シ
ス
ト
曲
家
と
労
農
蕗
西
肢
と
は
理
論
上
類
似
性
そ
帯
び
て
ゐ
る
の
み
な
ら
や
J

、
そ
の
機
聞
の
構
成
並
に
運
用
に
於
て
は

多
く
の
共
通
貼
を
見
出
し
得
る
の
で
あ
る
。
即
ち
.
後
者
の
選
拳
制
度
及
び
共
産
議
中
央
委
員
合
統
制
部
(
回
ミ

g
z
吉
}
庄
中
己
申
品
ロ

と
相
似
た
る
制
度
は
フ
ア
ス
シ
ス
ト
園
家
に
も
之
れ
ぞ
求
む
る
こ
と
を
得
ょ
う
。
例
へ

フ
ア
ス
シ
ス
ト
全
聞
大
評
議
棉
舎

(
Z
C
S
E
C
S
m色

。
。
『
巳
窓
口
令
白
押
『
p
-
a
z
吋
2
z
n
c
B
E
E
U
Z
)

ば
伊
大
利
に
於
て
は
「
フ
ア
ス
シ
ス
ト
鵠
即
岡
家
」
な
る
原
則
に
茶
会
、

居
住

D
E
-
E
吋
窓
口
一
回
呂
町
)
が
選
率
固
体
の
認
め
た
る
候
補
者
名
簿
よ
h

り
代
議
士
ぞ
指
名
す
る
が
如
、
丹
、
(
一
九
二
八
年
五
月
十
七
日
の
法

律
)
或
は
フ
ア
ス
シ
ス
ト
説
全
国
大
評
議
舎
を
以
っ
て
政
府
以
上
の
最
高
統
治
機
関
と
し
て
の
機
能
を
有
す
る
も
の
と
定
め
た
る
が

如
き
(
一
九
二
八
年
十
二
月
九
日
の
法
律
)
ソ
ピ
エ
ツ
ト
・
ロ
シ
ヤ
に
於
い
て
共
産
議
中
央
執
行
委
員
舎
の
指
令
な
く
し
て
は
如
何
な
る

岡
家
機
関
と
臨
も
重
要
問
題
に
就
い
て
決
裁
し
得
ぎ
る
と
し
た
る
も
の
と
一
致
し
て
ゐ
る
。

右
の
フ
ア
ス
シ
ス
ト
議
全
国
大
評
議
舎
は
一
九
二
二
年
十
月
革
命
じ
基
く
制
度
に
闘
す
る
凡
て
の
活
動
を
統
制
綜
合
す
可
き
最
高

一
定
の
立
法
に
閥
奥
し
、
岡
家
の
重
大
問
題
に
就
い
て
政
府
の
政
治
的
経
詩
的
並
に
枇
合
的
諸
攻
策
に
闘
す
る
諮
問

機
関
に
し
て
‘

::vr.-Gllct7.evitch， La theorie generalc de l' Etatωvietique. p. 77 etι 

Encycloped i" c1c l' Etat ct ，ln Droit， edition de l' Acaclemic Cornmuniste， ~roscoul 
1f!25・1920.1. p. D5il， 

(2) 

〔日〕



に
答
へ
る
。
貰
際
に
於
て
は
評
議
曾
長
と
、
首
相
と
を
ム
ヅ
ソ
リ
ニ
が
粂
ぬ
る
が
故
に
一
切
彼
の
濁
裁
に
依
る
も
の
で
あ
る
。
斯
様
に

個
人
的
勢
力
の
擁
大
す
る
は
濁
裁
制
に
件
ふ
遁
別
で
あ
る
が
評
議
舎
の
議
員
数
が
減
少
さ
れ
ハ
一
九
ニ
九
年
十
二
月
十
四
日
法
)

そ
の
傾
向
が
著
し
く
な
っ
た
。

て
盆

一
九
二
九
年
十
二
月
二
十
日
の
勅
令
は
ブ
ア
λ

シ
ス
ト
議
綱
領
ぞ
制
定
し
夏
に
一
一
暦
明
白
に
こ
の
濁
裁
制
に
法
律
的
根
携
を
興
へ

た
。
之
に
よ
れ
ば
イ
タ
リ
ア
は
綿
裁

(
0
5与
を
盟
主
と
す
る
一
政
黛
国
家
の
階
放
的
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
(
}
担
当
g
E
L
o
-
-
一今回門口町一宮。

含
己
凶
喜
匂
宝
山
)
と
化
し
た
る
観
が
あ
る
。
国
家
の
全
権
が
凡
て
綿
裁
の
意
固
よ
り
出
で
、

そ
の
統
制
下
に
あ
る
黛
の
権
力
を
遇

し
て
全
国
民
に
課
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

A
1
や
凡
て
の
主
要
な
る
機
関
の
構
成
は
黛
員
の
選
出
帯
に
依
ら
守
し
て
直
接
に
綿
裁
の
指
名

に
依
っ
て
定
ま
る
事
に
な
っ
た
。

以
上
述
べ
た
る
如
く
イ
タ
リ
ア
の
フ
ア
ス
シ
ス
ト
園
家
に
於
て
は
凡
て
フ
ア
ス
シ
ス
ト
黛
組
裁
の
個
人
的
樺
力
に
集
中
さ
れ
最
も

顕
著
な
る
濁
裁
制
と
し
て
存
花
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

〔
誌
〕
ア
ア
ス
V

メ
ム
に
閲
す
る
文
献
は
内
外
に
多
数
あ
る
が
、
訟
に
は
本
文
に
闘
す
る
若
干
の
論
文
た
あ
げ
る
に
止
め
る
口
し
か
し
、
本
文
か
草

す
る
に
一
々
参
考
と
す
る
迭
が
な
か
っ
た
口

国

M
H
2
r
b
E
U
J
F
P
2
r
o
品。

]P
門戸弘
B
Dロ『ロユ
σ
H。市広
m
o
E丘
町
。
告
白
・
円
円
。
]
寸
dpgimE0
・見
-H)・吋・

=
0・品
-H{}凶∞・

5

2
号、

H
g
q
B
A
B
E
E
E
恩口
E
S
E
-
0
5
H
Mロ
ケ
ロ
口
町
三
宮
己
-
H
u
s
-

同)口市。
υ

『円
OZHMHLHF
口-
5
2
0
P
H
R
P
4
m
wロ宮戸]『
g
-
V
∞河口
E
g
g
m門口
G『司
0
5片山
DZa
白日出て』凶
Z
ニjpm凸
UFO-]{0・ロ・司・ロ
0・
山
、
]
詰
∞
-

吋
E
口M
H
D
H
L
o
g
O
4。g
oロ門初旬ロ門回目白色。仲】
P
尽
MV}Tg
山口ロ

Lo--国
E
円。。吋司
G
E
t
-
-
2戸
田
H
L
F
-
H
S
q
・

。同一何回『・((川
O
E
g
H口広三百円山口口
HVH。門戸噌同門戸己
2

2
可
】
担
問
HHSUBO)w
出

g
-
2・
(Pココロ由一円。
)
H
G
M∞E
-
U
(
)

・

閃

P
E
F
F
2
目白円四戸口{日
vmL2
『
氏
。
円
自
色
町
器
。
E

2
・関口】・

p
r
m
Q丘
小
広
島
・
同
L品田・

0
0
E
同4
・
HCN
∞-

森
口
繁
品
川
博
士
ア
ア
ジ
ス
ト
の
溺
裁
的
立
法
法
事
論
議
第
十
七
巻
瓦
競
及
六
競

竹
之
内
信
ア
ア
ジ
ス
ト
イ
タ
F
ヤ
の
第
働
立
法
法
官
百
合
雑
誌
第
八
谷
第
六
及
七
毅

藤

井

梯

7
ア
ツ
ジ
ズ
ム
(
枇
命
科
挙
叢
書
第
二
十
三
編
)
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ト
H
典
的
議
令
制
度
の
閉
山
部

九
O 

90 

第
四
項

其

他

の

諸

国

の

問

題

附

英

濁

政

界

の

動

揺

以
上
各
闘
に
瓦
っ
て
述
べ
た
る
擁
力
集
中
の
傾
向
は
猫
ほ
西
班
牙
に
於
け
る
プ
リ
モ
・
デ
・
リ
プ
フ
附
府
軍

岡
山
司
令
る
の
猫
裁
制
時
代
の
憲
法
草
案
(
一
九
一
一
一
O
年
)
セ
ル
プ
・
ク
ロ
ア

l
ト
・
ス
ロ
ペ

l
ヌ
園

(
@
2
Z
'
e
g
g
-
g
0
4
E巾
)
の
ア
レ
キ

(
の
弘
同

H
A
r
p
-

吋
ユ
H
H
M
G

ハペ
c=四
S
F
S
)
の
宣
言
(
一
九
一
ニ
O
年
七
月
五
日
)
等
に
於

サ
ン
ド
ル
王
の
宣
言
(
一
九
二
九
年
一
月
六
日
)
ユ

l
ゴ

l
ス
ラ
プ
政
府

て
も
之
れ
を
観
取
す
る
事
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
今
之
等
に
就
い
て
詳
痛
な
る
事
は
略
し
、
之
等
の
諸
現
象
と
ポ
ー
ラ
ン
ド
官
法
修

正
問
題
と
に
共
通
せ
る
貼
に
就
い
て
て
一
一
日
加
へ
て
お
き
度
い
。

窓
口
r
g
Z
E
S
M
)
r
g
に
於
い
て
君
主
制
ハ
早
庄
内
山
宮

E
B
P
司
口
広
沼
田
)
に
於
け
る
櫨
カ
を
定
義
し
て
人
民
よ
り
以
前
に
人
民
の
上
に
存
し
、
凡
て
の
人
民
が
之
れ
に
包
括
せ
ら
る
可
き
も

の
と
な
し
た
。
之
れ
明
ら
か
に
権
力
集
中
に
よ
る
濁
裁
制
の
形
態
で
あ
ら
う
。
惟
ふ
に
波
蘭
其
他
の
諸
闘
に
現
れ
た
る
上
連
諸
運
動

の
賓
質
は
.
形
式
こ
そ
近
代
立
諒
主
義
ぞ
俄
ら
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
皐
覚
す
る
に
こ
の
反
動
的
君
主
制
の
復
活
と
見
て
大
過

官
っ
て
十
九
世
紀
の
反
動
思
想
家
ス
タ
ー
ル

4
(
g
P
E
E
S
-
S
)
は
そ
の

な
い
で
あ
ら
う
。

然
ら
ば
何
故
に
斯
様
に
立
法
府
の
優
越
牲
奇
麗
し

τ執
政
府
乃
至
行
政
府
の
優
越
牲
を
主
張
し
、
濯
に
は
一
個
人
の
濁
裁
的
地
位

。
信
越
法
上
確
立
せ
ん
と
す
る
が
如
き
反
動
的
傾
向
が
大
戦
後
速
か
に
勃
興
し
た
ら
か
と
い
ふ
原
因
に
至
つ
て
は
‘
諸
家
の
見
地
に
依

っ
て
夫
々
異
な
ら
ざ
る
そ
得
な
い
で
あ
ら
う
。

之
に
就
い
て
ミ
ル
キ
ー
ヌ
・
グ
ツ
エ
グ
イ
ツ
チ
氏
は
次
の
如
く
述
べ
て
ゐ
恥
o
臼
く
、
君
主
制
(
技
術
的
意
義
に
於
け
る
〉
の
復

活
は
定
に
偶
然
な
る
現
象
で
は
な
い
。
大
戦
後
の
蹴
洲
諸
国
が
新
憲
法
に
採
用
さ
れ
た
る
議
合
制
度
は
、
若
干
の
聞
に
於
て
は
異
の
祉

舎
的
並
に
心
理
的
基
礎
冶
欠
い
て
居
大
。
議
舎
の
背
後
に
輿
論
の
有
力
な
る
統
制
な
く
.
選
率
民
に
し
て
其
園
の
攻
治
的
運
命
に
針 p." 

ぞb

M.-Guetzevitch， op. cit. p. 514 et s. 
V. Kaufmann， Studicn zur Staatslehrc d剖 monarchischenPrinzips. 1 flOG.討.u3 ff. 
i¥L-Guetzevitch， op. cit. p. 517. 
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し
て
無
関
心
な
ら
ば
、
議
合
制
度
に
必
要
な
る
健
全
な
る
攻
黛
の
闘
争
は
理
論
的
政
策
の
争
で
な
く
し
て
個
人
的
権
力
の
雫
と
化
す

る
で
あ
ら
う
。
従
っ
て
議
合
制
度
は
多
数
に
依
る
支
配
た
る
こ
と
を
止
め
て
、
「
廊
下
と
諸
国
体
と
ぞ
組
合
せ
た
る
官
目
的
遁
具
」

公
正
号
ロ

5
2
H
P〈
2
間

Z
島

市

国

内

O

ロ
Z

E
一moE
号

g
z
z一
円
包
含
賞
。
ロ
宮
田
)
と
化
す
る
で
あ
ら
う
。
敵
洲
に
於
け
る
若
干
の
闘
に
於
い

て
之
の
傾
向
が
急
速
に
進
展
し
た
の
は
民
主
思
想
が
漸
次
勢
力
を
失
っ
た
結
果
、
立
法
府
中
心
主
義
に
不
信
を
抱
き
.
や
が
て
行
政

府
強
化
の
要
望
が
接
頭
し
て
来
た
の
で
あ
る
。
新
く
し
て
港
に
は
民
主
ん
こ
誌
の
制
約
を
破
っ
て
個
人
的
構
力
の
樹
立
ぞ
促
し
、
建
時

代
の
反
動
的
君
主
制
復
活
に
ま
で
及
ん
古
も
の
で
あ
る
。
と
。

惟
ふ
に
大
戦
後
肱
洲
各
国
憲
政
の
上
に
現
れ
た
る
之
等
の
諸
現
象
は
夫
々
の
歴
史
的
民
族
的
特
殊
事
情
も
勿
論
重
要
な
る
素
因
と

し
て
個
別
的
研
究
み
必
要
す
る
は
言
ふ
ま
で
も
な
い
が
、
夫
れ
が
枇
合
的
経
漕
的
襲
動
に
主
因
を
お
く
事
は
宇
は
れ
ざ
る
こ
と
で
あ
ら

う
。
之
に
就
て
は
上
惑
の
憲
政
上
か
ら
の
み
な
ら
?
一
般
文
化
の
護
蓮
程
度
よ
り
見
て
第
二
流
以
下
の
諸
国
に
於
い
て
の
み
な
ら
す

議
合
制
度
の
護
僻
地
と
し
て
常
に
全
世
界
を
リ
ー
ド
し
来
れ
る
大
英
帝
国
に
於
て
最
近
起
っ
た
一
事
置
は
此
の
問
題
に
関
し
て
極
め

て
興
味
あ
る
材
料
ぞ
提
供
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
は
一
九
三

O
年
十
二
月
六
日
の
「
モ
ズ
レ

i
宣
言
」
(
民
主
3
ば

Z
S広
告
)
な
る

も
の
こ
れ
で
あ
る
。

才
ス
ヲ
ル
ド
・
モ
ズ
レ

l
卿

2
一
円
。
ョ
P
E
]
r
H
g
gち
は
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
内
閣
の
-
員
と
し
て
ラ
ン
カ
ス
タ
!
公
領
尚
書
(
の

rEE
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円相

-zoご
宮
口
口
口
日
々
三
ピ
ロ
ロ
2
5
)
に
就
い
て
居
た
が
、
失
業
救
憤
針
策
に
闘
し
労
働
集
幹
部
殊
に
国
境
向
書
ト
!
?
ス
(
戸
国
・

2
0
3ト
三
3
7
4
2
)
と
立
合
は
す
し
て
一
九
三

O
年
五
月
二
十
日
辞
職
す
る
に
至
つ
巧
其
の
主
張
は
労
働
黛
左
翼
及
び

白
由
黛
の
夫
れ
と
一
致
す
る
所
多
く
之
れ
が
た
め
一
時
攻
府
の
危
機
さ
へ
惇
へ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

然
る
に
同
年
十
二
月
六
日
、
モ
ズ
レ

1
卿
並
に
同
志
十
六
名
の
努
働
謀
議
員
及
び
其
他
一
名
は
共
同
宣
言
を
護
表
し
て
政
界
に
異

常
な
る
刺
戟
を
奥
へ
た
。
其
の
主
張
の
要
鈷
は
、
十
九
世
紀
以
来
の
倖
統
的
議
曾
制
度
を
以
て
し
て
は
英
園
が
現
下
直
面
し
つ
L
あ

る
経
摺
的
危
機
を
救
ふ
可
く
全
く
不
可
能
で
あ
る
が
故
仁
、
須
く
五
人
以
内
の
少
数
緊
念
内
閣
ハ
岡
山
5
2
m
o口
々
の
与
宮
丘
三
百
4
0
0
)

を

古
典
的
議
合
制
度
の
顛
落

:Jt. 

柳瀬良幹、海外岡際事情(英図〉岡家察合雑誌第四五;谷、第一務、第七-TI(4) 
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設
置
し
て
之
れ
に
全
樺
ぞ
授
け
、
以
て
敢
嬬
な
る
攻
策
佐
賀
行
せ
し
む
可
し
と
言
ふ
に
在
る
。
其
後
更
に
モ
ズ
レ

l
一
波
の
脆
識
の

風
聞
が
樽
へ
ら
れ
て
ゐ
る
。

一
九
三

O
年
九
月
十
四
日
ぞ
以
っ
て
行
は
れ
た
る
ド
イ
ツ
常
国
議
命
回
線
選
率
の
結
果
ア
ド
ル
フ
・
ヒ
ッ
ト
ラ
ー
ハ

kEO}町

田
去
る
の
統
率
す
る
岡
粋
枇
舎
需
が
十
二
名
よ
り
一
躍
百
七
名
と
な
り
、
杜
舎
民
主
識
に
吹
い
で
第
二
議
た
る
の
鴻
位
を
獲
得
し
た

る
が
如
き
も
特
異
の
護
展
と
見
る
可
き
現
象
に
し
て
、
濁
逸
の
憲
政
に
一
一
韓
向
を
奥
ふ
可
き
事
在
諜
想
し
得
ょ
う
。

以
上
私
は
蹴
洲
各
固
に
於
け
る
議
合
制
度
の
危
機
に
闘
す
る
具
体
的
事
貫
ぞ
例
示
的
に
蓮
べ
て
来
た
が
、
凡
そ
園
家
の
基
本
原
則

に
闘
す
る
動
揺
鐙
化
は
や
が
て
園
際
聞
の
問
題
に
も
そ
の
結
果
そ
反
映
す
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
最
近
の
国
際
政
局
が
一
面
に

於
い
て
世
界
平
和
運
動
を
め
ぐ
る
幾
多
の
園
際
合
議
に
依
っ
て
華
や
か
に
彩
ら
れ
つ
L
あ
る
事
は
人
の
知
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
.
其

の
宇
田
に
於
て
は
各
園
々
内
に
於
け
る
反
動
的
猫
裁
制
の
確
立
叉
は
要
望
に
駆
ら
れ
、
そ
の
必
然
的
蹄
結
と
し
て
激
烈
な
る
帝
園
主

義
競
争
が
」
暗
々
裡
又
は
露
骨
に
行
は
れ
つ
L
あ
る
事
も
否
定
出
来
な
い
と
忠
ふ
。

然
ら
ば
各
岡
窓
攻
上
に
於
け
る
斯
く
の
如
き
現
象
は
如
何
な
る
原
因
に
依
り
‘
叉
勝
来
如
何
に
護
展
す
可
き
か
。
突
に
之
に
閲
す

る
若
干
の
考
案
を
述
べ
よ
う
と
思
ふ
。

之
他
、

第
三
節

議
合
制
皮
の
特
向
と
其
将
来

第
一
項

近
代
的
議
曾
制
度
の
概
観

大
戦
後
の
敵
洲
各
聞
に
於
け
る
諒
法
修
正
運
動
が
執
政
府
強
大
化
の
傾
向
を
帯
び
て
ゐ
る
と
い
ふ
事
置
は
如
何
な
る
事
そ
意
味
す

る
か
。
ミ
ル
キ
ー
ヌ
・
グ
ツ
エ
グ
イ
ツ
チ
氏
は
民
主
々
義
に
於
け
る
櫨
力
に
闘
す
る
一
般
的
問
題
と
し
て
観
察
し
、
執
政
府
の
政
治

的
(
非
憲
法
上
)
優
位
。
P

ヨ
E
E片
品

市

O
E
E
5
ハ目
2
2
2
Eロ
2
2
0己
申
)
宕
て
伊
円
台
口
正
)
の
問
題
と
解
し
て
ゐ
る
。
突
に
そ
の
説
明

London Times Weekly， no・2813，dec. 11， 1930. 
L. T. Weekly， N o. 2823. Feb. ] 9. 1931.東京朝日新開二月二十四日

之に就て[工、岡上穣尚氏、国家製合雑誌第四五谷、第一銃、第一二一頁参照
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を
聴
か
‘
フ
と
思
ふ
。

凡
そ
行
攻
府
優
越
性
が
普
通
選
率
制
に
基
礎
を
お
く
揚
合
は
、
こ
れ
民
主
的
議
曾
制
度
の
異
賓
の
表
現
と
し
て
正
に
雷
然
の
結
果

で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
抑
々
、
大
戦
後
に
於
け
る
蹴
洲
憲
政
上
の
新
現
象
を
近
代
生
活
の
裡
雑
な
る
諸
相
と
併
せ
て
観
察
し
た
な

ら
ば
、
五
口
々
は
十
九
世
紀
以
来
の
倖
統
的
観
念
と
し
て
大
戦
前
ま
で
も
謹
奉
さ
れ
て
来
た
諸
の
思
想
を
修
正
す
る
必
要
を
切
貰
に
感

ム
ダ
る
の
で
あ
る
。
之
に
闘
し
て
は
既
に
、
E

氏
は
憲
法
上
の
各
問
題
に
就
き
新
傾
向
、
そ
詳
細
に
研
究
し
て
ゐ
る
。
就
中
憲
法
皐
並
に
政

治
撃
の
暴
徒
に
取
っ
て
最
も
興
味
あ
る
も
の
は
執
攻
樺
乃
至
行
攻
樫
と
立
法
樺
と
の
関
係
で
あ
っ
て
.
日
疋
れ
議
合
制
度
の
基
本
的
問

題
で
あ
る
。

あ
ら
ゆ
る
杜
令
制
度
と
同
様
に
憲
法
上
の
制
度
も
亦
準
化
す
る
こ
と
は
言
ふ
ま
で
も
あ
る
ま
い
。
現
行
の
諸
制
度
は
多
く
十
八
世

紀
以
来
の
遺
物
に
す
ぎ
な
い
が
‘
時
代
の
進
歩
と
民
主
々
義
の
護
展
と
に
連
れ
て
、
漸
弐
に
そ
の
基
本
原
則
の
法
律
的
観
念
が
、
政

治
的
意
義
に
於
い
て
壁
化
を
生
じ

τ来
大
。
台
て
は
抽
象
的
概
念
或
は
哲
皐
的
理
論
と
し
て
討
議
さ
れ
、
希
望
さ
れ
た
制
度
が
理
論

的
形
態
よ
'
り
賢
際
形
態
へ
と
進
化
し
て
来
た
の
で
あ
る
。
従
っ
て
同
一
の
問
題
も
得
て
は
理
論
的
に
の
み
取
扱
は
れ
た
も
の
が
今
や

技
術
的
に
考
へ
ら
る
L
の
で
あ
る
。
斯
様
に
法
律
的
哲
理
か
ら
政
治
的
技
術
へ
と
推
移
す
る
公
『
吉
田
守
門
虫
色

S
含
]
皆
同
}
}
ユ

-a毛
主
。

含
血
豆
『

g
g口
E
Z
S
}
6
5
5
5
)
の
が
軍
法
上
の
進
化
に
於
け
る
最
も
顕
著
な
る
特
徴
で
あ
ら
う
。

フ
ラ
ン
ス
革
命
時
代
に
は
奮
制
度
を
克
服
し
て
民
主
々
義
佐
原
理
と
し
て
先
づ
富
山
法
上
確
立
す
る
を
要
し
た
の
で
あ
る
が
.
今
や

斯
か
る
原
理
的
オ
ル
ソ
ド
ッ
ク
ス
の
維
持
に
重
貼
が
あ
ら
す
し
て
、
民
主
冷
却
一
読
の
内
溶
で
あ
る
公
共
役
務
の
護
展
そ
謹
ぐ
可
き
技
術

的
手
段
ぞ
工
夫
し
、
民
主
々
義
の
運
用
(
h
C
口
口
氏

O
B
O
E
S
G
に
努
む
可
き
時
代
と
な
っ
た
の
で
あ
る
つ

而
し
て
新
か
る
問
題
も
歴
史
的
貰
誼
主
義
を
探
っ
て
法
律
上
並
に
政
治
上
の
諸
現
象
を
考
究
す
る
が
た
め
に
は
、
そ
の
視
野
を
厳

密
に
貰
定
法

2
E仲間】白曲目
E
〉
に
限
局
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
即
ち
法
は
民
衆
の
法
律
的
意
識

(
gロ面白一
g
ロ
ヱ
ロ
ユ
念
品
ロ
ろ
の
表
現
で
有

る
可
く
、
制
定
法
(
一
団
身
長
雪
印
。
と
法
的
意
識
よ
り
成
る
全
法
律
現
象
そ
包
括
し
て
始
め
て
質
誼
的
方
法
と
稽
す
可
き
で
あ
る
。
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勿
論
こ
の
法
律
上
の
宮
詮
主
義
は
同
定
し
た
賦
態
に
於
け
る
観
察
で
な
く
、
常
に
流
動
し
て
止
ま
な
い
不
断
の
歴
史
的
準
化
の
調
に

現
は
れ
た
る
種
々
の
法
律
現
象
の
観
察
に
依
つ
て
の
み
建
け
ら
れ
る
'
も
の
で
あ
る
。
斯
の
歴
史
的
責
詮
主
義
に
依
る
研
究
が
一
部
す
如

く
、
凡
そ
法
的
意
識
並
び
政
治
組
織
の
準
歩
は
凡
て
の
法
律
的
思
想
は
先
づ
哲
皐
的
原
理
の
形
態
を
探
り
て
現
は
る
L
と
い
ふ
事
置

に
依
り
て
説
明
で
き
る
。
こ
れ
は
革
命
や
戦
乱
の
際
に
屡
々
吾
人
が
貴
験
し
得
る
事
賢
で
あ
る
。
一
日
一
あ
る
哲
皐
的
原
理
が
民
衆
の

法
律
的
意
識
の
中
に
泣
透
し
-
h

ん
な
ら
ば
、
若
干
の
歳
月
の
後
に
は
必
歩
最
初
の
哲
撃
的
意
識
の
域
を
超
え
て
置
際
上
の
技
術
的
問
題

と
な
る
も
の
で
あ
る
。
斯
く
し
て
嘗
っ
て
十
九
世
紀
に
一
筒
の
哲
皐
的
原
理
と
し
て
論
理
的
に
提
唱
せ
ら
れ
た
る
も
の
が
漸
次
に
鼠

政
上
の
制
度
と
し
て
展
開
し
て
来
た
の
で
あ
る
。

眼
を
轄
じ
て
議
曾
制
度
の
上
に
移
せ
ば
、
執
政
府
針
立
法
府
の
問
題
に
闘
し
て
深
甚
の
興
味
あ
る
本
制
度
も
亦
、
同
じ
く
そ
の
理

論
的
方
市
に
一
大
盤
化
そ
生
じ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
之
に
就
て

t
氏
は
既
に
戦
後
の
欧
洲
新
鼠
法
を
開
先
し
た
る
結
果
、
樺
力
の
合

理
化
(
『
三
o
u
p
Z
団
住
吉

E
E
Z〈
C

日
『
)
な
る
一
般
的
傾
向
を
抽
出
し
得
る
も
の
と
な
し
、
従
っ
て
本
問
題
に
も
要
す
る
に
「
合
理
化

(
詑
)

さ
れ
た
る
議
合
制
度
」
(
宮
『
Z
E
S
E
E
5
0
3
2
0ロ
P
F
S
ぞ
見
る
も
の
と
な
す
の
で
あ
る
。
而
し
て
古
典
的
形
態
と
新
傾
向
と
の
相

違
は
手
続
に
布
ら
ホ
し
て
政
治
的
意
義
守
山
間

E
P
E
S
吉
王
宮
司
)
に
在
り
と
な
す
の
で
あ
る
。
新
し
き
議
合
制
度
に
於
て
は
立
法

樺
の
優
位
を
認
め
、
例
へ
ば
議
曾
が
直
接
に
政
府
の
選
任
ぞ
行
ふ
が
如
き
こ
れ
で
あ
る
。

(
プ
日
ジ
ヤ
・
パ
バ
リ
ア
・
換
一
九
二
九
年

十
二
月
七
日
改
正
前
)
本
制
度
に
劃
し
て
英
図
流
の
歴
史
的
観
念
ぞ
同
執
す
る
理
論
家
よ
り
仮
借
な
き
批
難
を
受
炉
、
夏
に
一
八
九
二

年
の
悌
固
革
命
時
代
の
固
民
議
舎
に
陀
較
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
之
等
は
何
れ
ち
官
を
得
ぎ
る
批
評
で
あ
る
。

而
し
て
新
し
き
議
曾
制
度
の
明
確
な
る
意
義
、
並
に
執
政
府
封
立
法
府
聞
の
偽
ら
ざ
る
開
係
そ
考
察
せ
ん
に
は
近
代
的
民
主
々
義

に
於
け
る
雨
櫨
力
の
形
態
(
ぎ
B
E
C
る
そ
精
痛
に
検
討
す
る
必
要
す
る
。

官
っ
て
王
権
の
一
専
制
に
封
抗
し
て
民
主
々
義
の
煙
火
を
あ
け
た
頃
に
は
議
舎
の
統
制
、
即
ち
封
王
樺
の
闘
争
と
い
ふ
貼
に
章
一
貼
が

れ
っ
た
。
然
し
な
が
ら
王
植
を
克
服
し
た
る
後
の
近
代
民
主
々
一
誌
に
は
勿
論
か
L

る
闘
争
な
く
.
歴
史
上
の
王
樺
や
そ
の
臣
僚
の
櫨

Ho:llob， Le regime parlementaire. 1924. p. 32i-'S. 
M.-Guetzevitch， op. cit. p. 520. noto a. 
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限
ょ
の
，
造
か
に
絶
大
な
る
も
の
と
な
れ
る
行
政
府
の
強
化
研
要
求
す
る
こ
と
が
斯
の
蓮
動
の
目
的
と
な
っ
た
。

荒
し
現
代
生
活
の
複
雑
な
る
賦
態
が
必
然
的
に
か
L
る
盤
化
を
惹
起
せ
し
め
た
の
で
あ
る
。
即
ち
、
一
方
に
於
い
て
祉
舎
生
活
の

各
方
面
に
於
い
て
、
立
法
上
よ
り
も
寧
ろ
行
政
的
規
定
に
よ
る
制
約
が
・
増
加
し
.
他
方
に
於
い
て
、
立
法
作
用
に
於
け
る
指
導
的
地

位
に
有
る
者
は
行
政
府
そ
れ
自
身
に
他
な
ら
ぬ
と
い
ふ
事
査
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
例
へ
ば
一
法
律
の
起
草
に
も
夫
々
専
門
家
・

臨
一
者
・
技
術
者
其
他
の
官
僚
の
助
力
そ
必
要
と
す
る
の
で
あ
る
。
唯
定
漠
な
る
理
想
主
義
に
よ
る
人
樺
宣
言
冶
作
成
す
る
に
は
必
し

も
斯
か
る
近
代
的
技
術
必
要
せ
ぎ
る
も
.
複
雑
な
る
近
代
枇
舎
の
要
求
す
る
多
く
の
祉
A
W

目
立
法
の
制
定
に
は
執
行
府
乃
至
は
行
政
府

の
匂
本
せ
る
進
歩
せ
る
機
構
と
髭
多
の
専
門
的
知
議
そ
度
外
規
し
て
は
そ
の
成
立
殆
ん
ど
不
可
能
に
近
い
の
で
あ
る
。

斯
様
に
近
代
議
命
日
制
度
の
特
徴
を
概
観
し
た
が
究
に
そ
の
内
容
に
入
っ
て
述
べ
よ
う
と
岡
山
ふ
。

〔
詑
〕
、
、
、
ル
キ
・
I
R
・
ゲ
ツ
エ
ウ
イ
ツ
千
氏
が
世
界
大
戦
後
の
新
憲
法
に
現
れ
れ
る
新
傾
向
の
郁
究
と
し
て
、
最
初
に
公
法
政
治
評
論
に
獲
表
し
れ

る
論
文
は
「
権
力
合
理
化
」
か
以
っ
て
そ
の
一
般
的
傾
向
と
な
す
も
の
で
あ
る

oμ

・
次
に
本
問
題
に
関
す
る
範
国
に
於
い
て
そ
の
大
様
か
僚
へ

「
ム
で
ヲ
。

[d 

先
づ
第
四
節
に
「
様
カ
合
現
化
」
の
一
般
的
意
義
か
述
べ
て
居
ろ
O

R
く
、
新
憲
法
は
、
何
れ
も
、
現
存
の
政
治
上
の
俸
統
と
、
憲
法
上
の
一

般
的
原
則
と
の
妥
協

L
り
片
山
れ
+
い
も
の
.
て
あ
り
、
後
者
は
法
律
皐
に
依
っ
て
そ
の
定
義
も
内
線
も
制
的
ぜ
ら
る
る
、
こ
の
憲
法
原
理
(
目
。

ι
g
r

gH百円一月三
M
O
E
O
-
岡
弘
口
々
と
)
口
一
定
不
同
盟
の
も
の
で
は
な
〈
、
人
生
の
諸
思
想
設
に
政
治
的
現
象
に
よ
り
常
に
補
修
さ
れ
る
L
而
し
て
又
、
民

主
的
理
想
と
符
接
の
閥
係
が
あ
ろ
が
、
憲
法
事
者
が
民
主
主
義
者
な
る
が
れ
め
ぐ
な
〈
、
法
律
的
に
表
現
さ
れ
た
る
民
主
主
義
が
「
法
治
凶
L

G
6
5斤
含
門

-
8
5
.て
あ
り
、
「
生
活
の
法
律
的
合
斑
化
」

(
F
E
ニD
E
-
Z
ユ
S
Y円
一
色
合
。
門
戸
。
]
民
主
る
ぐ
わ
り
、
従
っ
て
法
律
的
思
惟
が
、
法

治
閣
の
唯
一
の
形
態
と
し
て
民
主
々
義
に
導
く
か
ら
ぐ
あ
る
o
民
主
キ
義
は
能
く
法
の
優
越
性
守
口
問
】
広
自
己
目
白
門
戸
口

ι
g山
門
)
や
資
現
し
得
る
が
、

こ
れ
、
憲
法
上
の
一
般
原
理
が
デ
唱
グ
ヲ
γ
1
の
法
律
的
諮
形
態
即
ち
法
治
閣
の
綜
合
な
る
が
れ
め
ぐ
わ
る
O

各
凶
新
憲
法
に
於
い
て
、
夫
・
々
の
岡
氏
的
停
統
と
、
法
治
闘
の
迎
想
と
が
、
文
明
図
民
の
法
律
窓
織
の
努
力
に
よ
り
、
相
融
合
さ
れ
わ
い
ろ
事

存
知
る
口
こ
の
各
闘
の
停
統
と
法
治
図
的
現
想
と
の
妥
協
は
各
例
の
憲
法
が
制
定
さ
れ
土
ろ
政
治
的
保
件
に
常
に
制
約
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
D

(
同
上
十
六
十
七
頁
)

O

次
に
第
五
節
に
「
議
合
制
度
の
合
理
化
」
か
池
ペ
て
ゐ
る
D

古
典
的
議
合
制
度
の
顛
落

九
ヨ王

M，'Ulletzevitch， R. D. P. No. 1， ]928. (4) 



古
典
的
議
合
制
皮
の
鼠
務

九
六

96 

新
銀
法
は
議
令
制
度
、
若
く
は
議
合
政
治
の
原
則
守
江
口
白
山
句
2
L
z
-耳
目
め
自
の
E
E
r
Eろ
に
就
い
て
一
般
に
師
側
め
て
明
白
な
る
規
定
か
設
げ

て
ゐ
る
o
就
中
代
表
的
の
も
の
と
し
て
ド
イ
ツ
憲
法
五
問
絞
ら
あ
げ
L
う
Q

日
く
、

凶
宰
相
(
何
色

B
E
E
-
2
)
及
凶
務
大
臣
ハ
見
。
目
。
-
Z
E
Z
r
zる
す
共
ノ
職
-
一
花
か
『
一
戸
凶
議
合
(
同
氏
己
主
品
)
ノ
信
任
ア
ル
ヨ
ト
チ
要
λ
o
閥

議
合
ず
明
示
/
決
議
ニ
依
リ
テ
不
信
任
チ
表
γ
タ
ル
ト
キ
戸
何
V

モ
共
ノ
磯
チ
去
常
一
円
V

D

(
此
の
他
チ
エ
ツ
グ
・
ス
ロ
パ
キ
ア
憲
法
七
八
僚
、
ォ
l

ス
ト

V
ア
憲
法
七
四
僚
、
ポ

1
7
Y
F
憲
法
五
八
僚
)

之
等
諸
憲
法
は
議
合
制
度
に
就
い
て
、
仏
側
め
て
明
白
且
つ
詳
細
な
る
規
定
私
設
け
、
議
来
の
憲
法
が
大
臣
連
帯
責
任
制
度
(
宮
司
江
口
氏

3
r
r

Bω
旬

cgmv窓
口
広

E
Z
E己
主
。
口
C
己
0
2
2
0
)
(
例
へ
ば

7
7
y
ス
憲
法
六
線
、
}
八
七
五
年
二
月
廿
五
日
)
位
ぐ
満
足
し
て
お
れ
の
に
反
し
、

全
く
契
な
つ
れ
原
則
か
立
て
て
お
ろ
O

而
し
て
そ
の
必
化
の
内
特
は
大
体
次
の
三
原
則
に
要
約
ぐ
告
L
ぅ。

一
、
議
合
政
治
と
底
抜
政
治
ハ
H
O
m
o
g
o
E
O
B
O
E
丘
円
。
口
門
)
と
の
総
合
。

二
、
・
立
法
府
与
執
政
府
L
り

4
優
越
な
る
も
の
と
し
て
議
合
制
度
に
侵
化
ル
奥
へ
れ
る
こ

k
、
殊
に
元
首
な
争
議
合
政
治
の
新
形
想
。

三
、
議
令
制
度
の
手
続
ル
鐙
法
上
の
明
文
と
し
て
挿
入
ぜ
ん
と
の
試
み
。

以
上
の
中
第
二
項
が
本
論
文
に
直
接
の
閥
係
が
あ
る
か
ら
次
に
そ
れ
ら
詳
述
し
r
そ
っ
。
ハ
向
上
、
第
十
九
頁
J

二
十
一
-
一
真
)

先
づ
此
の
新
傾
向
は
大
統
制
な
き
鴎
(
プ
日

γ
ャ
、
バ
パ
事
ア
)
或
は
大
統
領
が
内
閣
か
組
織
し
な
い
図
(
オ
ー
ス
ト
リ
ア
)
に
現
れ
れ
O

パ

パ
F
ア
に
て
は
、
議
合
が
首
相
私
選
任
し
、
次
い
て
首
相
の
提
案
に
茶
い
て
、
他
の
大
臣
か
も
選
任
す
る
(
五
八
依
)
O

プ
口
ジ
ヤ
ぐ
は
、
議
九
M
日

は
首
相
の
み
や
選
ぴ
、
首
相
が
他
の
閣
僚
や
指
名
す
る
(
四
五
線
v
。
す
1
ス
ト
リ
ア
ぐ
問
、
内
閣
組
紋
付
議
合
の
権
限
て
あ
る
(
七

O
総
)
O

以
上
の
犯
象
は
切
白
に
従
来
の
議
令
制
・
皮
と
呉
な
っ
て
お
る
の
で
、
種
々
の
批
訴
の
的
と
な
っ
十
い
O

第
一
の
批
難
は
ス
イ
ス
の
制
度
に
開
似

す
る
も
の
て
あ
る

k
す
る
ロ
ス
イ
ス
ぐ
は
執
政
目
川
川
は
全
然
立
法
府
に
隷
属
し
て
ゐ
る
口
然
る
に
新
憲
法
が
議
合
の
内
閣
組
織
権
与
規
定
し
わ
い
の

伐
ス
イ
ス
化
か
執
放
政
治

Q
2
4
2ロ⑦
E
E片
庄
司

2
5止
と
)
に
近
づ
く
も
の
ぐ
わ
り
、
議
合
制
度
に
於
げ
る
立
法
行
政
扇
擁
の
一
小
衡
の
原
則

公
r
m
c
z。
L
O
]
・2
口一
]
5
2
)
会
中
被
る
廃
れ
わ
り
と
菅
一
一
回
ふ
に
花
る
口

次
の
批
難
は
パ
パ

P
ア
干
す
!
ス
ト
リ
ア
議
合
か
以
っ
て
偽
凶
革
命
時
代
の
凶
民
議
舎
ハ
一
ヘ
九
二
年
-u
に
比
較
ぜ
ん
と
す
る

4
の
で
あ
る
O

或
は
又
、
人
民
授
業

Q
・2
E
E
Z
宮
市
ロ
F
可
。
)
に
依
る
下
院
の
解
散
は
ス
イ
ス
憲
法
上
の
解
任
終

(
K
F
5
2ぇ
=
口
問
埠
2
Y
C
の
一
一
回
形
に
す
ぎ

な
い
と
い
ふ
。

乍
件
、
斯
か
る
新
似
向
が
英
凶
の
古
典
的
制
度
と
相
違
す
る
と
こ
ろ
品
側
め
て
大
な
り
と
難
も
、
法
律
的
解
剖
に
依
り
、
疑
も
な
く
そ
の
批
難

は
解
消
す
可
告
も
の
と
考
へ
る
口
事
質
上
、
政
築
の
勢
力
が
認
め
ら
ろ
L

に
連
れ
、
選
傘
人
が
組
織
化
し
、
議
舎
内
ド
明
白
な
多
数
与
制
す
る
こ



と
に
な
れ
ぽ
、
「
古
典
的
」
議
合
制
度
主
新
傾
向
と
の
悶
に
は
そ
の
機
能
に
於
い
て
著
し
い
相
違
は
存
在
し
な
い
口
組
織
的
政
黛
の
現
存
す
る
図

々
ぐ
は
、
そ
れ
に
感
じ
て
議
舎
内
の
多
数
集
が
政
府
の
運
命
か
左
右
す
る
o
現
代
議
合
制
度
の
政
治
的
意
味
伐
、
内
閣
が
議
舎
の
多
数
の
信
任

た
要
す
る
と
い
ふ
事
に
あ
る
の
で
な
く
、
内
閣
や
組
織
す
る
の
が
多
数
黛
て
あ
る
と
い
ふ
事
貨
に
存
す
る
口
今
日
、
各
閣
の
政
策
は
、
一
定
の

、.、.

政
策
に
関
し
て
相
争
ふ
の
み
な
ら
ず
、
纏
力
会
中
符
ん
が
れ
れ
め
に
争
ふ
の
て
あ
る
D

若
し
、
選
率
場
組
に
於
い
て
政
策
み
や
提
げ
て
争
ふ
の
み
に
過

ぎ
な
い
な
ら
ば
、
夫
は
政
黛
と
一
言
ふ
よ
り
も
、
む
し
ろ
或
ろ
思
想
の
宣
俸
合
祉
と
言
ふ
方
が
蛍
つ
て
ゐ
る
口
貸
際
選
卑
戟
は
、
結
局
組
絞
め
る

大
政
策
に
取
っ
て
は
、
「
様
力
争
奪
戦
」

(
H
E
Z
目

5
5
H
O
M
5
2
0守
)
〉
」
な
る
も
の
て
あ
る
。
政
黛
は
多
数
か
獲
て
権
力
か
振
り
、
自
訴
の
内

関
与
組
織
ぜ
ん
こ
と
や
欲
す
る
も
の
で
あ
る
。
現
代
政
治
に
於
げ
る
大
臣
責
任
制
は
、
政
集
が
藤
明
し
大
る
綱
領
か
賀
行
ぜ
ん
が
十
い
め
に
、
様

カ
か
獲
得
ぜ
ん
と
す
る
手
段
よ
り
他
の
何
物
ぐ
も
な
い
口
選
撃
に
多
数
か
得
十
い
る
政
集
が
権
力
か
受
取
り
、
之
れ
が
組
織
す
る
内
閣
は
宛
然
そ

の
政
策
の
執
行
委
員
舎
の
如
く
、
黛
の
指
令
か
究
行
す
る
も
の
ぐ
わ
る
口
選
率
問
、
政
策
に
取
っ
て
、
議
席
与
符
ん
が
れ
め
の
み
な
ら
ず
、
自

滋
内
闘
志
組
織
ぜ
ん
が
わ
れ
め
の
戦
相
切
で
あ
る
o

「
古
典
的
」
議
合
制
度
の
行
は
れ
て
ゐ
る
凶
々
ぐ
は
、
法
律
が
以
上
の
過
程
在
形
式
的
に
規
定
し
て
ゐ
る
わ
け
ぐ
同
な
い
o
午
併
、
元
首
は
、

憲
法
上
何
等
の
拘
束
が
存
在
し
な
い
と
言
っ
て
も
、
多
数
黛
の
首
領
に
非
ざ
る
者
に
首
相
の
印
綬
か
奥
ふ
る
事
は
ぐ
き
な
い

o
輿
論
か
背
景
と

す
る
憲
法
上
の
慣
脅
法

G
O
L
g
P
8
5号
E
Z
E
-
0
8ロ
Z
E
Uる
が
、
例
へ
ば
英
閣
に
於
げ
る
が
如
く
、
資
際
上
は
、
プ
ロ
ジ
ヤ
苧
す
l
ス

ト
リ

T
の
現
行
制
度
と
同
様
の
数
呆
私
設
生
す
る
も
の
で
あ
る
o
議
合
制
度
の
政
治
的
意
義
は
、
議
舎
の
多
数
に
針
す
る
大
臣
の
責
任
制
に
在

る
の
て
は
な
く
、
多
数
築
が
権
力
や
把
握
し
、
選
間
半
の
結
果
多
数
た
得
わ
い
ろ
政
黛
に
封
し
て
責
任
か
帯
ぶ
可
寺
内
閣
私
自
由
に
選
搾
組
織
す
る

と
い
ふ
事

-Rに
在
る
O

斯
か
る
意
義
に
於
げ
る
議
合
制
度
は
そ
の
凶
に
明
白
に
、

L
〈
組
織
さ
れ
訓
練
さ
れ
士
る
政
黛
の
存
花
す
る
こ
主
か
摘
出
恕
す
る
口

若
干
の
新
憲
法
に
規
定
ぜ
ら
れ
れ
る
如
寺
、
議
舎
の
内
閣
選
任
な
る
事
は
、
或
ろ
事
者
の
考
へ
る
で
7
に
、
議
合
制
度
に
何
等
躍
動
や
加
へ

れ
る
も
の
ぐ
は
な
く
、
む
し
ろ
、
議
合
制
度
合
理
化
過
程
の
達
成
ぐ
あ
ろ
O

プ
日

γ
ヤ
苧
バ
パ

V
ア
の
憲
法
に
挿
入
さ
れ
れ
る
新
規
定
は
、
何

等
事
新
し
い
も
の
ぐ
な
く
、
阪
に
英
悌
に
事
・
質
上
存
在
し
た
る
原
則
に
す
ぎ
な
い
o
唯
、
英
仰
に
於
て
同
、
期
か
る
手
績
が
法
律
上
未
化
合
理

的
に
明
文
と
な
っ
て
房
ず
に
、
政
治
的
手
績
と
し
て
認
め
ら
れ
て
ゐ
た
に
す
ぎ
な
い
も
の
が
、
新
憲
法
ぐ
は
法
律
的
手
績
と
し
て
確
認
さ
れ
、

憲
法
の
法
文
に
、
議
舎
の
内
閣
選
任
纏
か
明
記
し
土
の
で
あ
る
D

政
黛
組
織
が
波
注
し
れ
凶
て
は
、
閣
僚
の
人
格
如
何
の
問
題
。
包
官
富
山

g
含
-
P

唱。

E
S
E
-
F
3
は
副
次
的
役
目
か
演
ず
ろ
口
議
し
、
大

肢
は
議
舎
の
多
数
黛
に
岡
崎
す
る
o
而
し
て
、
こ
の
多
数
築
こ
そ
、
間
接
に
、
元
首
と
の
命
日
談
に

L
り
、
或
は
領
袖
悶
の
商
議
に
依
り
、
白
扱
の

97 
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候
補
者
や
元
首
に
要
請
す
る
こ
と
や
符
ろ
の
ぐ
わ
る
口
「
古
典
的
」
議
令
制
度
に
て
も
、
元
首
は
議
合
の
多
数
鎮
出
身
の
大
日
の
み
か
任
命
す
る

の
で
、
少
し
も
自
由
ぐ
は
な
い
口
放
に
、
繰
返
し
て
言
ふ
が
、
新
憲
法
に
於
げ
る
議
舎
の
内
閣
選
任
権
規
定
は
現
行
議
合
制
度
の
合
間
化
で
あ

4
0
0
 

平
衡
の
原
惣
は
今
苧
デ
宅
グ
ラ
ジ

l
の
現
献
に
酒
臆
す
る
も
の
で
口
な
く
な
つ
れ
O

デ
モ
グ
ラ

γ

1
に
取
っ
て
は
、
平
衡
の
問
題
そ
れ
自
身

が
消
滅
し
れ
o
近
代
デ
宅
グ
ヲ
ジ

1
に
於
て
は
、
執
行
桜
同
等
っ
て
建
制
度
に
知
ら
れ
な
か
っ
十
円
政
治
的
創
訟
の
あ
る
性
質
や
帯
び
て
き
に
の

で
、
そ
の
起
減
と
存
花
に
闘
す
る
限
り
は
、
相
州
立
性
ル
失
つ
れ
口
近
代
的
民
主
々
義
同
品
品
川
、
通
選
集
1
6

り
生
れ
る
政
体
で
あ
る
O

そ
れ
故
に
、
新

憲
法
に
現
れ
れ
る
議
合
制
度
の
新
形
態
は
、
議
合
制
度
の
慶
賀
と
見
倣
す
可
告
ぐ
な
〈
、

AU
し
ろ
、
そ
の
合
理
的
完
成
と
言
ふ
可
き
て
あ
る
。

何
庭
の
闘
て
も
、
内
閣
も
組
織
す
る
も
の
は
議
舎
で
あ
る
口
唯
「
古
典
的
」
議
合
制
度
の
行
は
れ
て
ゐ
る
闘
で
ほ
、
之
等
の
過
程
が
未
N
h
法
律

的
性
質
や
具
備
し
な
い
で
、
輿
論
の
政
治
的
Mm
力
が
、
執
行
雄
に
制
約
か
加
ふ
る
も
の
て
あ
る
D

反
之
、
新
憲
法
は
明
文
か
以
っ
て
規
定
し
、

法
律
的
性
質
や
椴
ぷ
る
で
つ
に
合
純
化
さ
れ
れ
の
で
あ
る
口

第
=
項
‘
執
政
府
の
政
治
的
優
越
性

前
項
に
於
い
て
近
代
議
曾
制
度
の
特
徴
を
述
、
へ
、
そ
の
古
典
的
形
態
と
異
な
れ
る
貼
ぞ
あ
り
、
夏
に
大
戦
後
の
新
窓
法
が
之
れ
を

法
律
的
に
合
理
化
し
た
る
事
を
述
べ
た
。
弦
に
更
に
準
ん
で
、
現
代
の
民
主
主
義
に
於
け
る
議
命
日
制
度
の
政
治
的
意
義
が
執
政
府
の

組
織
ハ
】
胆
言

B
E
S
号
て
回
一
息

2
2
)
に
十
代
る
こ
と
を
見
ょ
‘
h
o

組
織
化
さ
れ
た
る
攻
誕
の
存
在
す
る
現
代
諸
固
に
於
け
る
選
率
は
、
推
力
の
獲
得
て
ふ
極
め
て
明
確
な
る
唯
一
の
目
的
を
心
付
す

る
。
選
泉
戦
に
劃
す
る
攻
識
の
態
度
は
‘
空
疎
な
る
抽
象
的
原
則
の
宣
鵠
に
あ
る
に
非
守
し
て
、
只
管
、
勝
利
を
占
め
て
議
食
に
多

数
を
得
.
そ
れ
に
依
っ
て
白
か
ら
内
閲
ぞ
組
織
せ
ん
こ
と
に
花
る
。
(
前
項
詑
参
照
)
十
九
世
紀
の
選
率
戦
に
は
、
議
舎
に
多
数
を

得
て
王
様
を
疋
服
せ
ん
こ
と
を
目
的
と
な
し
た
が
、
二
十
世
紀
に
於

τは
政
権
が
著
し
く
移
動
し
て
し
ま
っ
た
。
現
有
議
舎
の
多
数

抵
の
目
的
は
選
曲
本
戦
の
み
に
な
い
。
祉
A

官
官
生
活
が
盆
A
M

複
雑
に
な
る
と
共
に
、
問
題
も
紛
糾
し
て
軍
に
立
法
的
手
段
の
み
で
は
解
決

さ
れ
な
い
。
之
れ
が
た
め
に
選
率
に
係
る
政
識
は
組
閣
を
目
的
と
し
、
多
数
を
得
る
こ
と
は
軍
に
そ
の
手
段
大
る
に
過
ぎ
な
い
の
で

J¥I.-Guetz()vitch， op. cit. p. 522-'2s. (1) 



あ
る
。選
出
本
に
臨
ん
で
、
攻
黛
は
先
つ
選
曲
帯
民
に
務
め
種
々
の
政
綱
な
示
し

τ其
の
賞
現
を
約
束
す
る
、
》
十
九
世
紀
の
初
に
は
、
か
L
る

政
綱
は
概
ね
窓
法
又
は
他
の
法
制
に
限
局
さ
れ
て
ゐ
た
。
然
る
に
現
代
に
於
て
は
、
執
行
府
若
し
は
行
政
府
針
立
法
府
の
抗
争
は
一

先
づ
落
着
し
た
の
で
、
執
行
府
は
国
民
の
機
関
と
な
り
、
立
法
府
と
執
攻
府
の
相
違
は
軍
に
組
織
の
段
階
令
。
品
。
田
忠
宏
『
R
E
E
C巴
)

に
有
る
に
過
ぎ
な
く
な
っ
た
。
即
ち
議
舎
は
底
接
に
選
率
よ
り
笹
生
し
、
執
政
府
も
亦
選
出
本
よ
り
由
来
す
る
も
、
唯
、
議
九
百
の
多
数

制
を
媒
介
と
す
る
拡
が
呉
る
の
み
で
あ
る
。
従
っ
て
執
政
府
針
立
法
府
の
抗
争
の
代
り
に
、
其
の
協
力
会
乙
一

P
Z
E
S与
が
行
は
れ

る
。
向
協
力
は
更
に
屡
々
執
攻
府
の
優
越
を
惹
起
せ
し
む
る
が
.
そ
の
法
律
的
に
非
ぎ
る
政
治
的
優
越
性
こ
そ
‘
民
主
々
議
の
理
想

が
異
に
賞
現
せ
ら
れ
た
る
も
の
で
あ
る
。

現
代
政
治
生
活
の
根
抵
ぞ
な
す
攻
需
に
就
い
て
は
琵
多
の
優
れ
た
る
研
究
が
あ
る
が
、
そ
の
枇
曾
的
準
化
に
闘
す
る
?
ツ
キ
イ
パ

l
(冨
宮
古
今
)
の
説
明
は
簡
に
し
て
要
を
得
て
ゐ
る
。
叉
そ
の
寡
頭
制
化
し
行
く
傾
向
に
就
て
は
E
シ

ェ

ル

(

同

S
E
M【
互
邑
田
)

(
設
)

の
詳
細
な
る
研
究
が
あ
る
。

政
指
が
多
数
hq
占
め
て
樺
力
を
獲
得
す
る
や
、
そ
の
綱
領
の
宜
現
に
着
手
し
得
る
o

先
づ
、
立
法
的
方
法
に
操
り
得
ょ
う
。
既
に

述
べ
た
る
如
く
、
現
代
政
治
に
於
て
は
、
法
律
の
起
案
は
殆
ん
ど
政
府
の
専
有
に
属
す
る
。
多
数
需
は
自
己
の
組
織
し
た
る
政
府
を

通
じ
て
.
自
己
の
綱
領
、
ぞ
立
法
化
し
得
る
。
絶
針
多
数
を
占
め
る
揚
合
は
尚
一
一
麿
-
容
易
に
こ
れ
を
行
ひ
得
ょ
う
。
査
し
議
舎
内
の
多

数
以
玖
府
案
の
承
認
ハ
F
O
B
o
-
-関
与
E
G
h
q
唯
一
の
役
目
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
之
れ
が
た
め
に
符
っ
て
讃
美
さ
れ
た
雄
鵠
の
優
値

が
低
下
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
り
、
現
代
の
政
治
生
活
は
雄
掃
を
求
め
十
し
て
立
法
事
業
の
迅
蓮
を
要
求
す
る
に
至
っ
た
。

立
法
的
方
法
以
外
に
、
多
数
議
の
政
綱
は
執
政
府
の
行
政
的
方
法
に
依
h

り
賞
現
し
得
ょ
う
。
諸
種
の
命
令
規
哩
等
は
立
法
的
手
段

に
よ
る
よ
り
も
政
綱
の
賓
際
化
に
役
立
つ
こ
と
さ
へ
あ
り
得
る
。
向
ほ
第
三
の
方
法
と
し
て
は
行
攻
慮
分
ぞ
あ
け
る
こ
と
が
で
き
る

!J!J 

恐
ら
く
『
』
L
に
最
も
炭
汎
な
る
執
政
府
の
樺
限
が
作
用
す
る
も
の
で
あ
ら
う
o

行
攻
法
上
「
自
由
裁
量
」
(
常
一
g
F
5
2
2
一
5
5
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昌
司
吋
臥
口
一
三
宮
】
)
問
題
と
し
て
最
も
研
究
ゆ
必
要
す
る
貼
で
あ
る
。
選
血
争
仁
際
し
て
白
波
に
都
合
よ
く
行
政
官
の
任
免
を
行
ふ
如
き
そ
の

一
例
で
あ
る
。

以
上
の
如
く
、
現
代
の
執
攻
府
は
十
九
世
紀
初
期
の
夫
れ
と
本
質
的
に
呉
れ
る
形
態
を
備
へ
て
ゐ
る
が
、
そ
の
基
礎
は
普
通
選
泉

制
で
あ
り
、
そ
の
政
治
的
牲
質
は
、
多
数
抵
の
統
制
、
即
ち
岡
民
の
政
治
的
並
に
法
律
的
統
制
の
下
に
活
動
す
る
こ
と
に
特
徴
を
有

す
る
。
乍
併
、
議
舎
が
園
民
の
名
に
於
て
す
る
統
制
の
範
圏
内
に
震
す
近
代
的
執
攻
府
の
権
限
も
、
藷
制
度
若
し
く
は
東
欧
の
専
制

諸
国
に
於
け
る
政
府
よ
り
も
遥
か
に
輩
闘
な
も
の
で
あ
る
。
近
代
民
主
闘
の
首
相
の
権
限
は
、
縦
令
そ
の
背
後
に
議
舎
の
多
数
議
が

あ
る
と
は
言
ひ
な
が
ら
、
絶
大
を
極
め
て
ゐ
る
。
蓋
し
二
十
世
紀
の
執
行
府
の
活
動
範
囲
は
極
め
て
康
汎
で
あ
っ
て
、
過
去
の
如
く

警
察
、
外
交
、
財
政
等
に
止
ま
ら
?
、
複
雑
な
る
枇
曾
生
活
の
高
般
に
亙
っ
て
.
車
に
行
政
的
方
法
の
み
な
ら
す
、
立
法
、
司
法

雨
樫
限
に
ま
で
侵
入
し
て
、
現
代
生
活
に
閥
興
す
る
の
で
あ
る
。
斯
く
し
て
執
攻
府
の
構
限
が
盆
々
龍
太
強
化
さ
る
L
に
至
っ
た
の

で
あ
る
。

ぎ
り
な
が
ら
、
斯
様
に
行
政
府
は
現
代
の
民
主
的
生
活
の
中
組
に
在
る
と
は
言
ひ
な
が
ら
、
議
曾
に
依
る
統
制
の
下
に
置
か
れ
て

ゐ
る
。
議
曾
は
選
出
帯
民
の
名
に
於
い
て
、
信
任
投
票
の
形
で
こ
の
統
制
ぞ
な
す
。
し
か
も
統
制
に
は
議
曾
に
よ
る
も
の
L
他
)
新
聞

雑
誌
等
言
論
機
闘
に
依
り
て
表
現
せ
ら
れ
る
岡
民
の
日
常
不
断
の
統
制
作
用
が
存
花
す
る
o

勿
論
現
代
の
祉
合
経
掛
的
蹴
態
に
於
て

は
斯
か
る
統
制
の
背
後
に
は
主
と
し
て
資
本
主
義
的
勢
力
が
主
動
的
地
位
に
あ
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
現
代
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ

ム
が
政
治
的
に
如
何
に
重
要
な
る
機
能
を
有
し
て
ゐ
る
か
は
言
ふ
ま
で
も
あ
る
ま
い
。
定
に
そ
は
新
し
き
政
治
的
勢
力
を
代
表
す
る

も
の
で
あ
る
。

十
九
世
紀
初
期
に
於
け
る
新
聞
は
、
多
く
官
時
の
政
府
に
遁
隠
し
、
依
存
し
て
居
た
も
の
花
が
、
現
代
は
そ
の
読
者
居
も
念
激
に

増
大
し
、
政
治
的
に
も
濁
立
不
輔
の
一
要
因
と
な
っ
た
。
政
府
の
施
政
に
封
す
る
批
評
攻
撃
等
消
極
的
方
面
の
み
な
ら
す
、
常
に
積

極
的
に
時
代
に
遁
燃
す
る
攻
策
そ
進
言
示
差
し
、
新
く
し
て
新
聞
紙
は
執
政
府
の
優
越
性
に
叫
到
し
極
め
て
微
妙
な
る
影
響
を
及
帰
す



の
で
あ
る
。

近
代
民
主
々
義
的
岡
家
に
於
け
る
執
政
府
は
、
普
通
選
-M

帯
制
ぞ
通
し
て
謹
に
絶
大
な
る
樫
限
を
獲
得
し
た
の
で
あ
る
が
、
議
舎
の

み
な
ら
今
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
を
通
じ
て
常
に
直
接
叉
は
間
接
に
輿
論
の
統
制
を
受
け
ね
ば
な
ら
な
い
。
斯
く
し
て
執
攻
府
の
槙
力
は

、
議
舎
冷
媒
体
と
し
て
岡
民
よ
り
附
興
せ
ら
れ
た
委
任
の
履
行
即
ち
責
任
制
と
密
接
な
る
連
鎖
を
保
つ
も
の
で
あ
る
。

門
誌
〕
政
築
の
社
合
同
子
的
研
究
は
近
代
国
家
の
資
詮
的
研
究
に
悶
絶
針
に
必
要
で
あ
る
o
次
に
マ
ツ
キ
イ
パ

1
、、、、

γ
z
w
、
パ

1
ν

ズ
等
に
按

り
て
本
文
の
理
解
に
必
要
な
る
程
度
ぐ
簡
単
に
述
べ

L
う
o

一
、
政
築
の
本
質
政
築
は
自
生
的
博
愛
図
体

(pa司
O
R
2
8
5
8
ι
g
Z
E巳
U
1
8
5
4
0
r
z
p話
。
白
山
律
問
。
ろ
即
ち
、
ロ
ゴ
ス
ハ

HO問。。

の
政
治
的
表
現
ぐ
同
な
く
、
一
個
の
公
的
圏
体
守
口
三
日
ロ
ミ
悶

S
Z
E
E
-
)
て
あ
り
、
之
に
依
っ
て
利
盆
間
体
、
若
〈
は
利
錠
枇
合
(
山
口
な
Z
m仲

間

g
z
E
C
g白-
F
与
え
C
が
そ
の
特
殊
利
徒
主
野
心
と
浴
槽
進
ぜ
し
め
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
o
即
ち
政
黛
ぼ
一
つ
の
利
盆
枇
合
、
若
〈
は
数

仰
の
利
銭
円
肱
舎
の
結
合
て
あ
り
、
後
の
場
合
は
之
に
依
っ
て
相
互
の
野
望
か
よ
り
多
く
満
足
ぜ
し
む
る
こ
と
か
得
る
の
ぐ
あ
ろ
o
若
し
、
、
の
相
場

合
に
そ
の
目
的
が
逮
ぜ
ら
れ
な
げ
れ
ば
早
晩
分
裂
す
る

o
要
す
る
に
、
政
黛
は
利
袋
枇
含
て
あ
り
、
共
同
社
合
(
の
O
B
B
=
E
q
一
c
o白
色
白
羽
口
S

F
P
「
丹
)
と
針
立
す
ろ

O
(回
mw円

5
3
∞
g
E
C同
一
可
自
島
町

OHrrpHazoミ
・
ヲ
ロ
h
i
-
-
)

二
、
政
黛
の
准
化
ギ
リ
ジ
ヤ
や
ロ
ー
マ
に
も
選
壊
が
有
つ
れ
の
ぐ
、
選
出
帯
人
は
政
黛
か
組
織
ぜ
ず
し
て
政
府
か
牽
制
し
れ
こ
と
ほ
有
つ

れ
o
都
市
凶
家
ハ

2
q
a
m円
三
ろ
時
代
に
は
政
黛
が
愛
生
し
れ
D

例
へ
ば
ペ
リ
グ
V

ス
時
代
の
ア
テ
ネ
、
グ
ラ
ツ
キ
時
代
の
日

l

y
の
如
、
す
O

然

し
、
之
等
何
回
民
正
の
代
議
制
度
為
欠
晶
、
、
市
民
権
の
制
限
が
有
つ
れ
が
れ
め
に
結
局
組
織
的
の
政
治
統
制
力
か
持
れ
い
な
か
っ
十
い
口
政
黛
が
由
民
一
に

そ
の
威
力
私
設
揮
し
て
来
十
い
の
は
民
主
キ
義
時
代
ぐ
あ
ろ
O

政
策
組
織
は
、
之
に
依
っ
て
階
級
図
家

(
Q
g
a
・m
g円
。
)
が
凶
民
同
家
(
民
丘
町

E
a
g伊
丹
る
に
毘
化
し
れ
メ
カ
=
メ
ム
ぐ
あ
る
D

如
何
な
る
岡

家
も
、
そ
の
後
議
段
階
に
於
い
て
は
、
必
ず
一
度
は
階
級
岡
家
て
あ
っ
て
、
そ
の
場
合
、
支
配
階
級
に
依
り
、
彼
等
の
利
盆
か
擁
護
す
る
こ
と

の
み
に
政
治
統
制
が
行
伐
れ
、
他
の
岡
氏
は
凡
て
之
れ
に
隷
属
す
る
も
の
ぐ
あ
つ
れ
o
支
配
階
級
は
一
般
に
先
づ
貴
族

(MDZ-r己
と

併

侭

(
2
2
m
u
O
と
て
あ
つ
れ
。
前
者
は
権
力
、
土
地
所
有
様
、
及
び
軍
事
統
帥
縫
と
に
於
い
て
優
れ
、
副
次
的
に
は
血
統
と
地
位
ハ

m
g
ユ
0
5
に

於
い
て
も
勝
れ
て
お
土
日
後
者
ほ
、
教
養
と
精
紳
的
支
配
の
特
権
に
依
っ
て
権
威
か
保
4

旬
、
文
化
の
程
度
の
低
い
社
合
ほ
ど
崇
拝
さ
れ
て
ゐ
れ
O

か
、
、
る
支
配
階
級
は
停
統
に
依
存
す
る
も
の
ぐ
あ
っ
て
、
輿
論
は
未
花
形
成
さ
れ
な
い
o
社
合
抽
出
化
に
つ
れ
て
、
都
市
の
商
工
階
級
が
新
し
く

箆
か
符
て
諸
問
勢
カ
が
漸
次
に
新
興
商
工
資
本
階
級
に
品
作
m
T

か
さ
れ
る
口
そ
う
し
て
彼
等
の
お
力
が
蓄
積
さ
れ
て
挑
戦
的
に
な
り
符
ろ
に
歪
ろ
と
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そ
こ
に
重
大
な
政
治
的
鑓
化
が
伴
っ
て
後
生
す
る
口
個
人
的
自
向
主
義
に
立
脚
す
る
プ

1
耐
ジ
ヨ
ア
が
駕
努
力
に
針
抗
す
る

o
夫
に
は
勿
論
近

代
民
主
存
議
の
市
氏
擁
の
確
立
が
必
要
化
。
之
に
依
っ
て
彼
等
は
解
放
さ
れ
て
政
治
上
の
後
言
様
式
午
、
つ
ろ
に
ぎ
り
政
骨
掛
か
組
織
す
る
端
緒
か
相
げ

る
口
恋
勢
力
も
臼
然
に
防
衛
的
に
組
成
る
矯
す
に
至
る

o
自
由
業
と
保
守
黛
と
の
野
立
が
こ
れ
ぐ
始
ま
ろ
わ
げ

Hho
釣
立
の
慕
礎
は
級
ム
ペ
に
陸

選
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
支
配
階
級
針
被
配
階
級
、
或
は
都
市
商
工
階
級
抑
制
農
村
地
主
階
級
の
形
惑
か
ら
更
に
泌
合
分
裂
さ
れ
て
、
迭
に
有
産

階
級
艶
無
産
階
級
の
二
大
分
野
に
ま
で
、
進
展
す
る
o
英
酬
に
於
げ
る
二
大
政
黛
ト

I
V
イ

ハ

4
2・H

農
地
)
と
ホ
イ
ツ
グ
(
者
戸
岡
山
田
l
都
尚
)

の
抗
争
伐
典
型
的
な
到
立
て
あ
る

0
2
2
w
民
営
日
2
3
5
5
B
G品
。
ロ
岡
田
Z
5
-
v・・
ω
2
1・)

一
ニ
、
政
篤
の
分
類

2
H
2
2
0♂

O司
-op--u・
含
品
・
)

骨

品

別

綱

領

傾

向

敏

主

4
~共
産

戸

生

産

手

段

の

共

有

、

又

は

公

有

}

反

市

川

側

主

義

4
z
z
-一位
A
W
日

倒

人

的

地

代

、

利

子

、

利

潤

の

撤

駿

一

一

平

和

主

義

4

-
念
遜
}
資
本
主
義
的
制
度
の
寺
共
的
又
Z
共
有
'
q
J
(

革
命
的
又
は
改
兵
的

重
一
白
肉
』
統
制
(
一
部
又
ぼ
入
エ
昨
)

1

1

}

(

階
級
意
識
〉

帝

闘

主

義

右
翼
(
保
守
〉
}
資
木
主
義
的
制
度
の
政
治
統
制
か
最
小
限
v

闘

家

主

義

ヤ

ヤ

産

業

立

凶

主

義

Q
E
z
m
E
P
Z
E
M
)

品
開
右
翼
(
反
動
的
)
回
皮
と
な
す
可
争
こ
と
(
保
護
閥
殺
か
除
く
二
軍
国
主
義

ハ
階
級
意
識
)

枇
命
H

黛
か
品
開
左
に
入
れ
て
あ
る
駄
其
他
若
干
の
欠
黙
は
あ
る
が
、
、
れ
伐
概
略
式
ぜ
一
示
す
も
の
で
貸
際
の
政
築
は

4
り
以
上
に
線
維
ぐ
わ
る
O

問
、
政
策
の
袋
頭
制
化
的
傾
向
。
政
策
の
枇
食
感
的
研
究
の
巾
最
も
注
意
す
可
与
貼
代
、
恐
ら
く
、
、
の
駄
に
就
て
の
も
の
で
は
あ
ろ
ま
い

か
、
-
少
く
も
本
論
の
問
題
に
は
大
な
る
示
唆
か
奥
へ

5
0
之
に
就
て
は
ス
イ
ス
の
口
パ

1
ト
・
ミ
ジ
エ
ル

(HHcroZ]rhzr乙
る
の
有
名
な
研

究
が
あ
る
o
彼
に
抽
蹴
れ
ば
、
凡
そ
政
策
は
そ
の
組
織
の
基
礎
如
何
に
拘
ら
ず
凡
て
円
以
頭
制
化
す
る
傾
向
私
有
す
る
0

1
の
貼
ぐ
は
級
左
的
革
命

議
て
も
、
サ
V

ヂ
カ
リ
ズ
ム
の
如
与
改
も
集
権
主
義
に
反
釣
す
る
も
の
て
も
免
れ
な
い
事
資
て
あ
る
D

而
し
て
そ
の
原
閃
や
要
約
す
れ
ば
、
第

一
に
側
人
の
心
盟
、
第
二
に
悶
体
並
に
訴
集
政
治

(
m
g己
目
出
初
出
品
目
器
仏
関
0
2
5
B
S
C
の
心
理
的
特
徴
、
第
三
に
組
織
に
作
ふ
不
可
避
の
性

質
に
布
り
と
す
る

0
2
H向。
rorw
司

D
H
5
2
}
宮
E
g
h
m
m
D
O
E。明白
S
H
民
主
可
。
「
号
。
。
口
問
号
。
r
r
p
H
Z
E
B口
問
。
飢
え
目
。
白
雪
口
宏
目
o
q
p
，

丘
2
・
HG】印・

m
z
w
H凶
P】守口
2
・
0司
・
白
山
ケ
ヤ
い
【
回
日

-u

第

三

項

・

民

主

的

執

政

府

の

成

立

と

其

の

本

質
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近
代
民
主
政
治
が
そ
の
中
掘
を
先
つ
議
舎
に
置
き
、
こ
L
に
議
命
日
政
治
が
古
き
王
樺
中
心
の
専
制
に
代
っ
た
の
で
あ
る
が
、
夏
に

必
然
的
に
議
舎
の
多
数
議
を
母
胎
と
す
る
執
行
委
員
合
即
ち
政
府
が
近
代
議
合
制
度
の
王
座
ぞ
占
む
る
に
至
る
過
程
を
前
二
項
に
於

い
て
明
に
し
た
。
然
ら
ば
こ
の
憲
政
上
に
於
け
る
主
潮
と
最
近
敵
洲
の
小
部
及
東
部
諸
国
に
起
れ
る
憲
法
修
正
運
動
と
の
思
想
的
関

係
如
何
。
こ
れ
本
項
に
於
い
て
先
つ
究
明
せ
ん
と
す
る
問
題
で
あ
る
ο

次
に
t
氏
の
所
説
ぞ
述
べ
よ
う
。

中
蹴
及
び
束
敵
に
於
け
る
憲
法
修
正
運
動
h
q
眺
む
る
に
、
そ
の
指
導
的
地
位
に
十
代
る
者
は
言
ふ
ま
で
も
な
く
思
想
的
に
準
歩
せ
る

人
々
で
あ
る
。
彼
等
が
専
制
主
義
叉
は
似
而
非
立
窓
主
義
に
抗
し
て
近
代
的
民
主
々
義
在
確
立
せ
ん
と
し
た
根
本
的
動
同
は
然
ら
ば

那
港
に
有
り
や
。
惟
ふ
に
、
第
一
に
彼
等
が
思
想
上
よ
り
立
志
主
義
に
影
響
を
受
け
た
る
事
は
食
言
を
要
す
・
ま
い
。
こ
れ
が
た
め
に

必
然
的
に
議
令
ぞ
重
ん
じ
行
政
府
不
信
の
聾
を
あ
け
た
。
第
二
の
動
因
と
し
て
、
彼
等
の
幾
世
紀
に
亙
る
苦
き
経
験
を
あ
け
ね
ば
な

ら
な
い
。
過
去
の
王
朝
其
他

ω専
制
者
叫
甲
子
の
部
立
の
下
に
嘗
め
た
る
苦
痛
は
、
思
想
上
の
影
響
よ
り
強
く
彼
等
の
行
動
ぞ
支
配
し
た

で
あ
ら
う
。
斯
く
し
て
、
以
上
二
原
因
は
新
憲
法
の
制
定
に
古
っ
て
立
法
府
小
心
主
義
を
掠
ら
し
む
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
o

惟
ふ
に
、
彼
等
は
過
去
の
経
験
に
即
す
る
の
鯨
り
、
将
来
の
展
望
に
明
祭
な
欠
け
る
憾
が
あ
っ
た
。
近
代
民
主
土
語
は
理
論
上
初

期
に
議
舎
を
重
酷
と
し
た
が
、
祉
九
明
日
組
織
の
護
蓮
に
伶
ふ
て
普
通
選
率
に
基
礎
を
お
く
執
政
府
に
中
心
を
移
動
し
つ

L
あ
っ
た
の
で

あ
る
の
斯
く
の
如
、
ぎ
傾
向
は
し
か
し
な
が
ら
、
勿
論
束
中
敵
の
似
而
非
立
意
図
若
く
は
軍
閥
的
専
制
下
に
は
未
光
経
験
し
得
ざ
る
形

態
で
あ
っ
た
。
夫
れ
故
に
彼
等
は
先
づ
初
期
の
純
理
的
傾
向
を
ば
、
ひ
た
す
ら
に
栓
っ
た
の
で
あ
ら
う
。

然
る
に
、
之
等
諸
闘
に
於
て
は
大
戦
後
極
度
の
経
漕
的
疲
弊
と
祉
合
的
混
沌
を
匡
救
整
序
す
る
た
め
に
、
新
憲
法
の
護
布
と
同
時

に
既
に
そ
の
根
本
的
原
則
ぞ
危
殆
に
陥
ら
し
む
る
が
如
き
非
常
態
念
手
段
を
必
要
と
し
た
の
で
あ
る
o

立
憲
主
義
の
理
論
的
表
現
で

あ
っ
た
議
命
日
中
心
主
義
も
貫
生
活
の
必
要
上
破
段
せ
ら
れ
ぎ
る
を
得
歩
、
斯
く
し
て
、
他
方
に
於
て
は
立
窓
主
義
そ
の
も
の
は
飽
く

ま
で
樹
立
す
る
必
要
あ
る
に
よ
り
、
一
底
法
宇
佐
修
正
し
て
合
法
的
に
新
し
き
形
態
を
港
行
せ
ん
と
す
る
に
至
っ
た
の
で
あ
ら
う
。
乃
ち

中
東
蹴
諸
岡
に
於
て
も
、
議
命
日
制
度
は
そ
の
古
典
的
理
論
が
急
速
に
政
治
的
責
際
に
克
服
さ
れ
て
屯
'
代
的
主
潮
に
合
流
せ
ん
'
と
し
た

古
典
的
議
合
制
度
の
顛
洛

一O
三
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の
で
あ
る
。

前
節
に
述
べ
た
る
窓
法
修
正
蓮
動
の
共
通
貼
を
あ
ぐ
れ
ば
、
立
法
府
優
位
。
そ
斥
け
て
、
新
に
執
攻
府
優
位
制
や
採
ら
ん
と
す
る
姑
，

で
あ
る
、
而
し
て
、
執
政
府
の
強
化
韻
大
の
目
的
を
達
成
す
る
方
法
は
二
種
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
。
一
は
民
主
的
公
法
の
範
閣
内
に

よ
る
も
の

C
あ
り
、
他
は
、
反
之
、
非
民
主
的
、
濁
裁
に
し
て
無
責
任
、
個
人
的
な
る
執
行
政
府
に
依
ら
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

喚
太
利
及
び
波
蘭
の
修
正
運
動
は
、
正
に
夫
々
之
等
二
潮
流
の
典
型
的
例
詮
と
言
ふ
可
き
で
あ
ら
う
。

抑
々
、
行
政
府
の
慎
太
強
化
の
傾
向
そ
の
も
の
は
、
必
し
も
非
民
主
的
に
非
ホ
¥
叉
議
曾
制
度
に
反
す
る
も
の
で
も
な
い
。
否
む

し
ろ
近
代
的
議
曾
制
度
が
必
然
的
に
こ
の
形
態
を
採
る
に
至
る
可
き
事
は
既
に
蓮
べ
た
。
唯
、
夫
れ
が
常
に
普
遁
選
率
制
を
通
し
て

岡
民
の
輿
論
の
統
制
そ
受
く
可
く
‘
決
し
て
個
人
的
の
濁
裁
に
依
ら
ざ
る
こ
と
を
要
件
と
す
る
の
で
あ
る
。

洋
の
東
西
を
聞
は
す
、
過
去
に
於
い
て
永
く
異
の
自
由
身
経
験
せ
ざ
る
闘
に
於
て
は
、
そ
れ
ら
の
被
匪
岡
民
的
心
理
が
執
政
府
に

針
す
る
深
刻
な
る
怨
恨
と
不
信
治
抱
か
し
む
る
に
至
っ
た
。
か
L
る
歴
史
的
事
情
が
先
づ
近
代
民
主
思
想
に
於
い
て
執
行
政
府
の
来

制
を
要
視
せ
し
む
る
に
至
っ
た
で
あ
ら
う
。
然
る
に
、
行
政
府
が
そ
の
祉
合
的
義
務
を
果
さ
す
、
公
共
投
務
の
港
行
不
振
と
な
る
に

及
び
、
弦
に
、
端
な
く
も
輿
論
の
中
に
佑
険
な
る
心
理
賦
態
が
護
生
す
る
。
即
ち
、
民
主
々
義
は
現
代
に
遁
膝
せ
ぎ
る
形
態
で
あ

る
と
。
議
命
日
制
度
に
反
劃
す
る
者
は
、
こ
の
傾
向
ぞ
巧
に
利
用
し
て
、
責
任
的
執
攻
樺
の
代
h
v
に
、
無
責
任
個
人
的
執
行
樺
の
確
立

を
煽
動
鼓
吹
し
た
。
彼
等
は
徒
ら
に
民
主
々
義
乃
至
は
そ
の
共
鳴
者
の
欠
馳
の
み
を
場
け
、
議
舎
制
度
の
機
構
が
近
代
岡
家
の
諸
問

題
の
解
決
に
無
能
力
で
あ
る
か
の
如
く
に
説
く
。
乍
併
彼
等
は
大
戦
官
時
の
親
難
な
る
時
局
に
臨
ん
で
、
英
側
の
議
命
日
制
度
が
如
何

に
運
用
せ
ら
れ
た
か
を
考
へ
な
い
。
即
ち
彼
等
は
議
合
制
度
の
古
典
的
理
論
と
そ
の
欠
鈷
の
み
ぞ
あ
け
て
憲
政
史
の
豊
富
な
る
経
験

を
度
外
視
し
て
ゐ
る
。
執
政
府
の
組
織
的
強
馳
ぞ
云
震
す
る
も
、
之
れ
中
敵
並
に
東
欧
の
若
干
の
例
読
に
す
ぎ
歩
、
而
か
も
そ
は
立

法
府
の
絶
針
的
優
越
を
憲
法
上
に
規
定
し
、
古
典
的
抽
象
理
論
と
現
代
的
寛
情
と
の
調
和
を
謬
っ
た
る
も
の
で
あ
る
が
故
に
、
之
れ

の
み
を
以
っ
て
議
合
制
度
全
体
を
否
認
す
る
こ
と
は
全
然
活
ら
ぬ
。



か
の
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
の
三
権
分
立
論
が
一
古
代
岡
家
の
欝
蓮
に
苓
興
し
た
る
功
績
は
買
に
偉
大
な
る
も
の
で
あ
っ
た
司
か
、
そ
れ
が

論
理
的
に
欠
鈷
を
有
す
る
こ
と
も
人
の
知
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
之
に
劃
し
、
諒
政
上
の
永
き
経
験
に
立
脚
し
て
修
正
せ
ら
れ
た
る
近

代
的
民
主
々
義
的
の
執
政
府
優
越
制
は
新
し
き
立
憲
主
義
の
様
式
と
し
て
‘
よ
り
殻
果
的
で
あ
り
合
理
的
で
は
あ
る
ま
い
か
。
民
主

的
思
想
の
影
響
は
受
く
る
共
.
民
主
的
経
験
に
於
い
て
未
光
充
分
の
訓
練
を
経
ざ
る
一
部
の
闘
に
於
い
て
、
屡
々
、
ク
ー
デ
タ
ー
.

若
く
は
代
議
制
度
(
『
企
B
。可申司

5
2
E日
g
)
の
抑
麗
を
揺
護
せ
ん
が
た
め
に
、
議
曾
制
度
ぞ
批
難
す
る
者
あ
る
が
.
之
等
は
や
が

τそ
の
閣
の
女
化
が
禾
芦
充
分
譲
蓮
せ
ざ
る
事
h
q
裏
書
す
る
の
み
で
一
一
闘
の
償
値
も
な
い
の
で
あ
る
。
議
合
制
度
の
能
く
護
蓮
せ
る

西
敵
諸
国
に
於
て
は
一
般
文
化
も
亦
能
く
輩
蓮
し
‘
議
命
日
制
度
を
歪
曲
せ
し
め
濁
裁
制
の
行
は
れ
て
ゐ
る
固
に
於
て
は
丈
化
の
護
蓮

遁
か
に
劣
れ
る
は
人
の
知
る
如
く
で
あ
る
。

要
す
る
に
、
近
代
民
主
々
義
的
執
政
府
は
‘
古
典
的
議
曾
制
度
に
於
け
る
そ
れ
よ
り
も
、
温
か
に
絶
大
の
櫨
限
を
有
す
る
に
至
っ

た
が
、
そ
の
根
本
に
於
て
は
常
に
必
歩
デ
モ
ク
ヨ
シ

l
に
依
操
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
唯
そ
の
技
術
的
意
義
に
於
て
の
み
時
代
の
要

求
に
膳
じ
て
襲
化
そ
も
た
ら
し
た
も
の
で
あ
る
。
即
ち
、
横
大
強
化
さ
れ
た
る
執
行
府
は
民
主
々
義
の
屈
曲
反
轄
に
非
す
し
て
、
呉

の
自
由
を
求
む
る
制
度
の
技
術
的
必
要
(
巴
臥
8
国
国
王
広
島
三
宮
ろ
で
あ
り
、
近
代
民
主
々
義
に
立
脚
せ
る
公
法
上
の
要
請
で
あ
る
と

言
ひ
度
い
。

× 

× 

× 

以
上
に
於
い
て
私
は
ミ
ル
キ
ー
ヌ
・
グ
セ
ツ
グ
4
ツ
チ
氏
の
所
論
そ
述
べ
た
。

氏
が
歴
史
的
立
詮
主
義
に
立
ち
、
公
法
上
の
原
則
を
常
に
攻
治
史
上
の
現
賓
と
照
臆
し
つ
L
推
論
す
る
駐
は
私
の
賛
同
す
る
所
で

あ
る
。
乍
併
.
斯
か
る
立
揚
に
立
つ
以
上
は
、
政
黛
と
ヂ
ヤ
|
ナ
リ
ズ
ム
の
置
詩
的
究
明
.
従
っ
て
之
等
ぞ
通
じ
て
表
現
さ
る
る
所

調
輿
論
な
る
も
の
の
本
質
の
究
明
等
が
鋳
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
筈
で
あ
る
。
更
に
以
上
の
問
題
が
明
に
な
さ
れ
・
↑
ん
な
ら
ば
、
斯
か
る

機
構
の
裡
に
賓
施
さ
る
る
普
通
選
率
制
度
が
結
局
に
於
い
て
如
何
な
る
枇
合
的
機
能
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
か
、
斯
く
し
て
得
ら
る
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可
き
法
律
上
の
地
位
が
果
し
て
箕
の
「
自
由
」
で
あ
り
得
る
か
、
従
っ
て
論
者
の
求
む
る
「
民
主
的
執
行
府
」
が
果
し
て
異
に
「
民

主
的
」
で
あ
り
得
る
か
、
等
の
諸
問
題
が
明
白
に
嬬
さ
る
可
き
筈
で
あ
る
。
然
る
に
之
等
の
駄
に
は
論
者
は
殆
ん
ど
全
然
鮪
れ
て
居

な
い
の
で
あ
る
。
氏
の
履
躍
を
知
る
ま
で
も
な
く
、
以
上
の
駄
で
論
者
の
思
想
的
立
揚
が
推
知
で
き
る
の
で
あ
る
。

新
う
し
た
欠
拡
を
小
の
っ
て
ゐ
る
に
も
拘
ら
歩
、
我
固
に
於
て
は
こ
れ
だ
け
の
研
究
さ
へ
も
向
ほ
且
つ
現
代
の
議
一
舎
制
度
の
異
相
そ

知
る
に
可
成
り
の
示
唆
を
得
る
と
忠
ふ
の
で
あ
る
。
而
し
て
多
少
で
も
現
代
の
枇
曾
経
潜
的
事
賓
と
本
山
酬
と
を
結
び
付
け
て
省
察
し

た
な
ら
ば
、
伊
太
利
フ
ア
ス
シ
ス
ト
園
家
の
み
な
ら
す
、
本
論
に
所
謂
「
民
主
的
執
政
府
」
な
る
形
態
が
、
普
通
選
感
制
度
を
過
し

て
伊
太
利
と
本
質
的
に
何
等
兵
る
と
こ
ろ
な
き
賦
態
に
轄
化
す
可
き
可
能
性
あ
る
事
を
想
像
で
き
よ
う
と
思
ふ
。

斯
様
に
、
本
交
の
目
頭
に
も
断
っ
て
お
い
た
や
う
に
、
私
は
必
し
も
論
旨
に
は
賛
同
し
難
い
の
で
あ
る
が
、

一
路
之
れ
を
紹
介
す

る
償
値
あ
る
も
の
と
信
守
る
の
で
あ
る
。
私
が
甚
だ
不
完
全
な
が
ら
こ
の
一
文
を
草
し
た
所
以
弦
に
十
代
る
。

(
昭
和
六
・
四
・
四
・
稿
了
)

F什

抱
〕

本
文
は
級
め
て
短
日
間
に
念
速
に
執
筆
し
大
も
の
で
、
未
H
h

材
料
も
充
分
整
序
さ
れ
ず
、
紋
惑
の
納
机
も
兆
一
N
h

不
平
均
て
あ
り
、
議
要
な
文

献
4
殆
ん
ど
参
考
と
す
ろ
柚
四
位
…
か
つ
れ
れ
め
に
、
欠
陥
の
多
い
の
は
止
む
か
符
な
い
が
、
何
れ
他
日
機
合
か
符
て
、
之
に
聯
関
す
る
諸
問
題
の

考
究
や
途
げ
皮
い
と
思
ふ
。

仰
ほ
現
代
の
農
業
並
に
農
民
が
そ
の
職
業
的
乃
至
階
級
的
利
盆
ゃ
、
現
代
政
治
機
構
の
線
に
能
く
代
表
さ
れ
て
ゐ
る
と
は
私
は
信
じ
な
い
。

従
っ
て
小
作
法
共
他
幾
多
の
新
立
法
の
法
成
同
級
め
て
困
難
な
る
こ
と
は
A
す
よ
り
訟
に
断
一
T

一
目
す
る
た
制
作
ら
な
い
o
似
り
に
法
典
化
げ
は
成
立
し

れ
と
こ
ろ
が
、
そ
の
賢
践
が
恐
が
ち
な
げ
れ
ば
空
疎
な
る
抽
象
的
原
則
の
樹
立
に
終
っ
て
何
等
効
果
な
与
も
の
と
言
伐
ね
ば
な
る
ま
い
o
紋
に

於
い
て
終
楽
の
農
業
行
政
並
に
農
業
図
作
の
法
律
的
構
成
が
民
に
効
果
的
な
ら
ん
に
比
、
先
づ
賃
設
的
方
法
に
依
り
、
新
し
き
法
律
技
術
的
研

究
に
立
脚
し
て
組
立
て
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
O

こ
の
意
味
に
於
い
て
抑
制
稿
戊
兆
円
h

未
熟
な
が
ら
一
つ
の
基
礎
的
研
究
と
し
て
企
て
ら
れ
れ
も
の

ぐ
あ
る
。


